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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度

決算年月 2004年３月 2005年３月 2006年３月 2007年３月 2008年３月

売上高（百万円） 38,166 39,301 42,310 48,066 54,006

経常損益（百万円） △911 2,539 832 3,229 6,713

当期純損益（百万円） △412 4,107 10,518 2,208 3,208

純資産額（百万円） 7,635 11,771 28,991 33,737 36,852

総資産額（百万円） 13,000 21,091 38,887 43,147 46,719

１株当たり純資産額（円） 32,421.53 49,978.96 113,442.74 121,075.56 129,265.85

１株当たり当期純損益金額

（円）
△1,749.56 17,438.63 43,604.84 8,644.70 12,555.13

潜在株式調整後１株当たり当

期純損益金額（円）
－ － － 8,512.65 12,442.25

自己資本比率（％） 58.7 55.8 74.6 71.7 70.7

自己資本利益率（％） － 42.3 51.6 7.4 10.0

株価収益率（倍） － － 8.0 39.2 32.7

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
128 3,910 △8,254 3,541 1,412

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△529 2,348 8,837 △7,667 3,901

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△800 2,200 6,375 29 △751

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円）
2,181 10,640 17,640 13,565 18,084

従業員数（人） 417 389 452 472 723

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれていません。

２　2003年度から2005年度までの潜在株式調整後１株当たり当期純損益金額は、潜在株式がないため、記載してい

ません。

３　2003年度から2004年度までの株価収益率は、当社株式は非上場・非登録であり、株価が把握できないため、記

載していません。

４　2006年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しています。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度

決算年月 2004年３月 2005年３月  2006年３月  2007年３月  2008年３月

売上高（百万円） 35,874 35,221 35,764 40,327 45,118

経常損益（百万円） △967 1,705 △1,258 808 2,214

当期純損益（百万円） △990 405 8,898 1,912 1,334

資本金（百万円） 5,245 5,245 7,965 7,965 7,965

発行済株式総数（株） 235,520 235,520 255,520 255,520 255,520

純資産額（百万円） 8,246 8,679 23,994 25,865 26,103

総資産額（百万円） 12,876 15,696 29,490 33,212 33,204

１株当たり純資産額（円） 35,015.26 36,851.10 93,905.22 101,228.38 101,962.92

１株当たり配当額

(うち１株当たり中間配当額)

（円）

－

(－)

－

(－)

－

(－)

2,300

(－)

3,000

(1,150)

１株当たり当期純損益金額

（円）
△4,203.85 1,721.28 36,906.30 7,486.64 5,223.50

潜在株式調整後１株当たり当

期純損益金額（円）
－ － － － 5,222.78

自己資本比率（％） 64.0 55.3 81.4 77.9 78.5

自己資本利益率（％） － 4.8 54.5 7.4 5.1

株価収益率（倍） － － 9.5 45.3 78.7

配当性向（％） － － － 30.7 57.4

従業員数（人） 369 334 363 364 390

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれていません。

２　2007年度の１株当たり配当額には、東証第一部上場記念配当500円が含まれています。

３　2003年度から2006年度までの潜在株式調整後１株当たり当期純損益金額は、潜在株式がないため、記載してい

ません。

４　2005年12月において、㈱東京証券取引所マザーズ上場に伴い、第三者割当増資による新株発行を行ったため、

発行済株式総数が235,520株から255,520株に、また資本金は52億4,589万円から79億6,589万円に増加していま

す。

５　2003年度から2004年度までの株価収益率は、当社株式は非上場・非登録であり、株価が把握できないため、記

載していません。

６　2006年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しています。
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２【沿革】

年月 事項

1995年11月 ソニー㈱、㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント及び㈱ソニーファイナンスインターナショ

ナルの３社の出資により、ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（資本金４億8,000万円）を東

京都港区に設立

1996年１月 インターネット接続サービス「So-net（ソネット）」の開始

1996年10月 本店を東京都品川区へ移転

1997年４月 オンライン決済システム「Smash（スマッシュ）」運用開始

オンライン決済サービス開始

1999年10月 インターネット・オークションサービスの企画運営を目的として、㈱ディー・エヌ・エーに資本参

加（関連会社）

1999年11月 インターネットサービスプロバイダー初の「プライバシーマーク」取得

2000年９月 メディカル・ヘルスケア分野でのプラットフォーム事業の運営を目的として、ソネット・エムス

リー㈱を設立（子会社）

2001年10月 接続事業の拡大を目的として、㈱ウェブオンラインネットワークスを完全子会社化（2002年４月　

同社を吸収合併）

2003年６月 インターネットサービスプロバイダー初の全社での情報セキュリティマネジメントシステム

（ISMS）「BS7799-2：2002」及び「ISMS認定基準（Ver.2.0）」認証取得

2003年10月 医療関連マーケティングサービスに関する米国での事業展開を目的としてソネット・エムスリー

㈱を通じ、So-net M3 USA Corporationを設立（子会社）

2004年９月 ソネット・エムスリー㈱が㈱東京証券取引所マザーズに上場

2005年２月 ㈱ディー・エヌ・エーが㈱東京証券取引所マザーズに上場

2005年６月 医療関連マーケティングサービスに関する韓国での事業展開を目的としてソネット・エムスリー

㈱を通じ、Medi C&C Co., Ltd.へ出資（子会社）

2005年10月 モバイルポータル領域への事業進出を目的として、㈱ゼータ・ブリッジへ出資（現 関連会社）

2005年12月 ㈱東京証券取引所マザーズに株式を上場 

2006年３月 会員制買い付け代行コミュニティサイトの運営を目的として、㈱エニグモへ出資（関連会社）

オンラインストレージサービスの運営を目的として、㈱ウェブポケットへ出資（2006年６月　同社

を吸収合併）

2006年４月 情報通信分野のベンチャー企業に対する投資・育成支援を目的として、㈲ADSグローバルパート

ナーズへ出資（関連会社）

2006年６月 医療関連マーケティングサービスに関する米国での事業展開を加速する目的で、ソネット・エムス

リー㈱を通じ、MDLinx, Inc.へ出資（子会社）

2006年７月 デジタルテレビの共通ポータルサイトの運営を目的として、テレビポータルサービス㈱（現 ㈱ア

クトビラ）を家電メーカーと合弁にて設立（関連会社）

2006年７月 ベンチャー企業に対する投資・育成支援事業の中核会社として、ソネットキャピタルパートナーズ

㈱を設立（子会社）

2006年10月 「So-net（ソネット）」が「楽しさ」を提供するという経営ビジョンのもと、商号をソネットエン

タテインメント㈱に変更

オンラインゲーム市場での業務提携を目的として、㈱ゲームポットへ出資（現 子会社）  

ベンチャー企業に対する投資・育成支援を目的として、ソネットキャピタルパートナーズＡ投資事

業有限責任組合へ出資（子会社）  

2007年６月　 （株）角川モバイル、（株）電通イー・リンク及び当社の出資により、「地域情報探訪サイト」企

画・運営の（株）ソネット・カドカワ・リンクを設立（関連会社）

2007年７月 Wi-Fi電波で位置推定する「PlaceEngine」技術の（株）クウジット設立（子会社）

静止画からCGを自動作成する「MotionPortrait」技術のモーションポートレート（株）設立（子会

社）

2007年８月 台湾におけるブロードバンドインターネット接続サービスのさらなる成長を目的として、

So-net Entertainment Taiwan Ltd.の株式を追加取得（子会社）

2007年11月 東京都品川区大崎に本社移転

2008年１月 東京証券取引所市場第一部に上場

　　（注）　㈱ソニー・ミュージックエンタテインメントは2003年４月１日をもって㈱エスエムイージェーに商号変更し、

2003年７月１日をもってソニー㈱に吸収合併されました。
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３【事業の内容】

(1) 事業の概要について

　当社グループは、主要事業である「So－net（ソネット）」ブランドによるインターネット接続事業及びポータル

サイトの運営を通じて、ウェブコンテンツの制作、仕入、利用者への課金、CSデジタル放送、ケーブルテレビ局向けの

番組提供、広告の営業、電子商取引分野における商品販売、メディカル・ヘルスケア及びインターネット・オーク

ションサービスの企画運営等のインターネット関連事業を営んでいます。

　2008年３月31日現在における当社の連結子会社は、ソネットキャピタルパートナーズ㈱、ソネットキャピタルパー

トナーズＡ投資事業有限責任組合、So-net Entertainment Taiwan Limited、ソネット・エムスリー㈱、

So-net M3 USA Corporation、MDLinx, Inc.、エムスリーメディカルアイ㈱、エムスリー・パブリッシング㈱、Medi C＆

C Co., Ltd.、モーションポートレート㈱、クウジット㈱の11社であり、持分法適用関連会社は㈱ソネット・カドカワ・

リンク、㈱ゼータ・ブリッジ、㈱ゲームポット、㈱アクトビラ、㈱ディー・エヌ・エー、㈱エニグモ及び㈲ADSグロー

バルパートナーズの７社です。

　なお、㈱ゲームポットについては、2008年２月29日から2008年４月11日までを公開買付期間として公開買付け

を実施した結果、2008年4月21日に議決権の所有割合が97.85％となり、当社の連結子会社となりました。

　また、当社には、エレクトロニクス、ゲーム、音楽、映画、金融等の事業を営むソニーグループの事業持株会社である

ソニー㈱が45.6％を、ソニー㈱の100％子会社であり、クレジット、ショッピングクレジット、リース、レンタル、EC決

済業務、保険代理店業務、不動産賃貸管理等の事業を営む㈱ソニーファイナンスインターナショナルが12.6％をそれ

ぞれ出資しています。

当社事業の会員数の推移

　
2004年
３月末

2005年
３月末

2006年
３月末

2007年
３月末

 2008年 
３月末

So-net会員
（万人）    （注１）

230 245 303 324 350

ブロードバンド会員
（万人）（注１，２）

55 64 83 101 118

（注）１　各会員数は、各年度末日現在において当社との間で契約を締結している会員数であり、退会者数は差し引

いています。

２　ブロードバンド会員は当社のADSL接続会員及びFTTH接続会員を合計した会員数です。

　従来、事業の種類別セグメントの区分については、ネットワーク関連事業に特化していたため単一のセグメントし

かありませんでしたが、近年のブロードバンド市場の拡大による環境の変化が予想されること、コンテンツ等の情

報サービスの拡大等に伴い、当社グループの事業の実態をより適切に反映させるため、当連結会計年度よりサービ

スの特性及び市場の類似性を考慮した「接続事業」「ポータル事業」「その他」の区分に変更いたしました。

①　接続事業

　当社は、主に光ファイバー（以下「FTTH」という。（注１））や電話回線、無線等を通じて、顧客のパソコン等を

インターネットへ接続するサービスを行っています。接続方法としては、FTTHやADSL（注２）、ダイアルアッ

プ、モバイルによる接続で、個人向けのサービスが同事業の大半を占めています。

　これら接続サービスを利用する顧客を獲得するため、インターネットやテレビ、雑誌等さまざまな媒体を利用し

た広告宣伝や販売促進活動を行っています。これらの施策により、当社のホームページからの入会や家電量販店

及び提携電気通信事業者等を通じての入会により、新規接続会員を獲得しています。

　電気通信事業者とは電気通信事業法に定める電気通信役務の提供の業務を行う者をいい、当社に対し電気通信

回線を提供する等の取引のある電気通信事業者は、東日本電信電話㈱、西日本電信電話㈱、KDDI㈱、中部電力㈱、㈱

アッカ・ネットワークス、イー・アクセス㈱、㈱UCOM、㈱ウィルコム等が挙げられます。

　これらの接続サービスでは、複数の電気通信事業者との提携により、顧客の需要に合わせたさまざまな種類の

サービスを提供しています。

　接続サービスのコースには、通信速度上り下り最大100Mbpsの「So-net 光」などのFTTHや、「So-net ADSL」な

どのADSL、「とことんコース」等のダイアルアップ、「bitWarp」などのモバイル等があり、接続方法に対応した

多彩なサービスを提供しています。

　インターネット接続のオプションサービスとして、IP電話の「So-netフォン」や、ウイルスチェック、迷惑メール

振り分けサービス、メール着信拒否サービス、メール転送やウェブメールサービス、有害サイトブロックサービス

「サイトセレクト」、固定IPアドレス割当てサービスなどを行っています。

　子会社のSo-net Entertainment Taiwan Ltd.は、台湾において、So-net（ソネット）ブランドで主にADSLによるイン

ターネット接続サービスを運営しています。

（注）１　Fiber To The Homeの略称。一般家庭まで光ファイバーを引き込むネットワーク形態やサービス等の総

称。

２　Asymmetric Digital Subscriber Lineの略称。既存の電話回線を使った常時接続の高速インターネット接続

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

  5/113



サービス。

②　ポータル事業

　当社は、ポータルサイト「So-net」において、ポータル事業としてコンテンツや商品の販売等を広く一般のイン

ターネットユーザーへ提供しています。本事業の収入構造は、主に、顧客の利用や購入に対して直接顧客に課金す

るBtoCモデルと、ソリューションサービスの提供や広告など、法人から収入を得るBtoBモデルの二種類がありま

す。

　当社は、天気、ニュース、タウン情報、テレビ番組、健康・医療等の生活関連情報、映画情報、アジアドラマ、占い、

競馬情報、グラビアアイドル、音楽情報・カラオケ、アニメ動画等のエンタテインメント情報等さまざまなカテゴ

リーについて500以上のコンテンツサービスを提供しています。また、コンテンツサービスに関連した商品やDVD

等のソフトウェアの販売を行い、関連するキャラクターのライセンス料収入等を得ています。

　当社グループは、インターネット上でのオンラインサービス運営のノウハウ（認証、課金決済、ユーザーサポー

ト等）を活かし、それぞれ特色をもって事業展開に取り組んでいます。

　連結子会社のソネット・エムスリー㈱は、日本の過半数の医師会員を基盤として製薬・医療機器メーカーとの

間でインターネットを使用したサービスの企画・運用等を行っています。

　また、関連会社では、㈱ディー・エヌ・エーは、携帯電話向けポータルサイト「モバゲータウン」の企画・運営

やインターネットを通じたECやオークションサービスの「ビッダーズ」や「モバオク」等をパソコンや携帯電

話向けに提供しています。㈱ゼータ・ブリッジは、携帯電話向けのサービス企画・運営等を行っています。㈱エニ

グモは、ショッピング・コミュニティサイトやブログや動画によるマーケティングサービスの企画・運営等を

行っています。また、㈱アクトビラは、デジタルテレビ向けにポータルサービス「アクトビラ」の企画・運営を、

㈱ゲームポットは「スカッとゴルフ パンヤ」をはじめとするオンラインゲームの運営を行っています。

③　その他

　　当社は、接続事業及びポータル事業以外の事業区分として、投資・育成支援対象の連結子会社について、あらた

にその他を設けています。対象の子会社には、Wi-Fi電波で位置を推定する「PlaceEngine」技術による事業の企画

・運営を行っているクウジット㈱と、静止画から自動的にアニメーションを生成する「MotionPortrait」技術によ

る事業の企画・運営を行っているモーションポートレート㈱の２社があります。
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(2) 事業系統図

　（注）１　ソニー㈱

当社の発行済株式の45.6％を保有し、かつ当社の発行済株式の12.6％を保有する㈱ソニーファイナンスイン

ターナショナルの発行済株式を100％保有する親会社です。

ソニー㈱は、エレクトロニクス、ゲーム、音楽、映画、金融等の事業を営むソニーグループの事業持株会社で

す。

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

  7/113



２　㈱ソニーファイナンスインターナショナル

当社の発行済株式の12.6％を保有し、クレジット、カード、EC、リース、レンタル、融資、損害保険、不動産賃貸

管理等の事業を営んでいます。

３　㈱スマートリンクネットワーク

　　　　　　当社の発行済株式の12.6％を保有する㈱ソニーファイナンスインターナショナルの子会社であり、クレジッ

　　　　　　トカード決済、その他決済サービス等の事業を営んでいます。

　      ４　電気通信事業者

電気通信事業法に定める電気通信役務の提供の業務を行う事業者です。当社に対し電気通信回線を提供する

等の取引のある電気通信事業者は、東日本電信電話㈱、西日本電信電話㈱、KDDI㈱、中部電力㈱、㈱アッカ・

ネットワークス、イー・アクセス㈱、㈱ウィルコム等が挙げられます。
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４【関係会社の状況】

当社の親会社は、次の通りです。

2008年３月31日現在

名称 住所
資本金

(百万円) 主要な事業内容
議決権の被
所有割合
（％）

関係内容

(親会社)      

ソニー㈱

（注１,２）
東京都港区 630,575

電気・電子機械器

具の製造、販売

58.2

(12.6)

サーバ・ハウジングサービ

ス、特許権実施使用許諾、出向

者の受入等

　（注）１　有価証券報告書の提出会社です。

２　議決権の被所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数です。

当社の連結子会社及び持分法適用関連会社は、次の通りです。

2008年３月31日現在

名称 住所
資本金又は
出資金

(百万円)
主要な事業内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

(連結子会社)      

So-net 

Entertainment Taiwan Ltd

.

 （注９）

台湾

 台北市

 百万台湾

　　 ドル

26

接続 67.0  役員の兼任１名

ソネット・エムスリー

㈱

（注３,４,12）

東京都港区 1,169 ポータル 57.0

システム管理業務の受託、当

社への情報コンテンツ提

供等

役員の兼任２名

So-net M3 USA Corp.

 （注２,５）

アメリカ

ニュージャー

ジー州

パークリッジ

千米ドル

500
ポータル

100.0

(100.0)
－

MDLinx,Inc.

（注２,７）

アメリカ

 ワシントンDC

　 米ドル

20
ポータル

100.0

(100.0)
－

エムスリーメディカル

アイ㈱

（注２,５,９）

東京都港区 20 ポータル
100.0

(100.0)
－

エムスリー・パブリッ

シング㈱

（注２,５,９）

東京都港区 10 ポータル
100.0

(100.0)
－ 

Medi C&C Co.,Ltd.

（注２,６）
韓国ソウル市

　百万韓国

　　ウォン

1,833

ポータル
40.0

(40.0)
－ 

モーションポートレー

ト㈱

（注２,９）

東京都品川区 100 その他
100.0

(100.0)
－ 

クウジット㈱

（注２,９）
東京都港区 34 その他

72.5

(72.5)
－ 

ソネットキャピタル

パートナーズ㈱
東京都品川区 10 全社 100.0 役員の兼任２名

ソネットキャピタル

パートナーズＡ投資事

業有限責任組合

（注２,３）　

東京都品川区 1,952 全社
100.0

(0.0)
－
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名称 住所
資本金又は
出資金

(百万円)
主要な事業内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

(持分法適用関連会社

)
     

㈱ソネット・カドカ

ワ・リンク

（注10）

東京都港区 230 ポータル 43.5
サーバ・ハウジングサービス

等

㈱ゼータ・ブリッジ 東京都品川区 343 ポータル 33.9 運転資金の貸付等

㈱ゲームポット

（注４,11）
東京都港区 835 ポータル 25.0  ホスティングサービス等

㈱アクトビラ 東京都港区 1,000 ポータル 25.0

サーバ・ハウジングサービス

等

役員の兼任１名

㈱ディー・エヌ・

エー

（注４,８）

東京都渋谷区 4,328 ポータル 18.7

当社への情報コンテンツ提供

等

 役員の兼任１名

㈱エニグモ

（注２）
東京都渋谷区 480 全社

31.7

(31.7)

当社への情報コンテンツ提供

等　

 役員の兼任１名

㈲ADSグローバル

パートナーズ
東京都港区 3 全社 40.0 役員の兼任１名

　（注）１　「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しています。

　　　　２　議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数です。

３　特定子会社に該当しています。

４　有価証券報告書の提出会社です。

５　ソネット・エムスリー㈱が議決権の100％を所有しています。 

６　ソネット・エムスリー㈱が直接・間接的に議決権の40％を所有していますが、実質的に支配しているため、連

結子会社としています。

７　ソネット・エムスリー㈱が間接的に議決権の100％を所有しています。

８　当社の議決権の所有割合は20％未満ですが、実質的な影響力を持っているため関連会社としています。

９　当年度において、当社の子会社となっています。

10　当年度において、当社の関連会社となっています。

11  ㈱ゲームポットは、2008年２月29日から2008年４月11日までを公開買付期間として公開買付けを実施した結

　　果、2008年４月21日に議決権の所有割合が97.85％となりました。

12　ソネット・エムスリー㈱は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が

    10％を超えていますが、同社は有価証券報告書提出会社であるため、主要な損益情報等の記載を省略してい

    ます。　
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５【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　当社グループの従業員数は、次のとおりです。

　 2008年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

接続事業 389

ポータル事業 261

その他 5

全社（共通） 68

合計 723

　（注）１　ソニーグループ各社からの受入出向者4名を含みます。

２　従業員数が2007年度において251名増加していますが、これは主として

    So-net Entertainmet Taiwan Ltd.を新たに連結子会社化したことによるものです。

(2) 提出会社の状況

　当社の従業員数は、次のとおりです。

　 2008年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

　390 　35.1 　4.6 7,380

　（注）　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。

(3) 労働組合の状況

　労働組合は、結成されていませんが、労使関係は円満に推移しています。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

　当連結会計年度における我が国の経済は、堅調な企業収益を背景に景気は緩やかに回復しているものの、米国のサブ

プライムローン問題に端を発した世界的な金融不安や、原油・原材料価格の高騰等、非常に不安定な状況となりまし

た。

　インターネット分野においては、日本におけるインターネット利用者のうち、一般世帯で固定的に利用されるFTTH、

DSL、CATV、無線（FWA)のブロードバンドの各アクセスサービスの契約数が、2007年12月末で総計2,830万契約（総務

省公表値）となり、2007年９月末から55万契約増加しました。そのうちFTTHの契約数は1,133万契約で、2007年９月末

から82万契約増加した一方、DSLの契約数は1,313万契約で、2007年９月末から35万契約減少し、引き続きFTTHへのシ

フトが続いています。

　このような事業環境のもと、当社は2007年３月に発表した３ヶ年の中期経営計画の初年度にあたる当連結会計年度

を、その目標に向けて強固な基盤づくりを行う年と位置づけて諸施策を実行してまいりました。

　接続事業については、引き続きFTTHを中心とした会員獲得の施策を積極的に行い、当連結会計年度末のブロードバン

ド会員数は、前年同期末101万人より17万人（17％）増加の118万人となりました。そのうち、FTTHの会員数は66万人

で、前年同期末の47万人より19万人（40％）増加しました。ADSLの会員数は52万人で、前年同期末の54万人と比較し2

万人減とほぼ横ばいで推移しています。

　なお、接続会員にコンテンツ会員を加えたSo-net会員数は、前年同期末の324万人から26万人増の350万人となりま

した。

　ブロードバンド市場の拡大により、ナローバンド会員は引き続き減少しておりますものの、全体としてはFTTHを中

心とする接続サービスによる課金収入が増加したため、また、2007年９月より台湾の接続事業者であるSo-net

Entertainment Taiwan Ltd.を新たに連結子会社としたため、当連結会計年度における接続事業の売上高は、前年同期比

18.8％増の38,480百万円（前年同期は32,387百万円。以下カッコ内同じ。）となり、前連結会計年度に引き続き過去最高

の売上高を更新いたしました。また、売上高に占める割合は71.3％（67.4％）となりました。

　ポータル事業については、当社での法人向けのソリューションサービスや広告売上が好調に推移し、また、連結子

会社のソネット・エムスリー㈱の売上も順調に伸びているものの、当期初より連結子会社であったスカイゲート㈱が

当社の連結対象からはずれた影響により、当連結会計年度におけるポータル事業の売上高は、前年同期比1.8％減の

15,390百万円（15,679百万円）となり、売上高に占める割合は28.5％（32.6％）となりました。

　また、当連結会計年度より、その他として投資・育成支援対象の連結子会社についても開示することとし、その他売

上高は135百万円（当事業の前年同期の実績はありません。）となり、売上高に占める割合は0.2％となりました。

　このように、当連結会計年度の売上高は、前年同期比12.4％増の54,006百万円（48,066百万円）となり、過去最高を記

録しました。

　営業利益は、前年同期比73.9％増の5,807百万円（3,338百万円）となりました。

　当連結会計年度より事業セグメント別の営業利益を開示しており、接続事業の営業利益は、主に、ブロードバンドの

新規獲得会員からの課金収入に伴う利益が、ナローバンド会員の減少による利益減を補い伸びたことや、テレビＣＭ

等の広告宣伝費が前年同期を下回ったこと等により、前年同期比38.3％増の5,012百万円（3,625百万円）となりまし

た。

　ポータル事業の営業利益は、連結子会社のソネット・エムスリー㈱の売上の伸びに伴う利益の増加や前連結会計年

度に行った不採算の子会社整理の効果に加え、当社における法人向けのソリューションサービスや広告売上の伸びに

伴う利益の増加等により、前年同期比91.0％増の3,331百万円（1,744百万円）となりました。

　また、消去又は全社費用は2,528百万円となりました。

　経常利益は、前年同期比107.9％増の6,713百万円（3,229百万円）となりました。

　これは主に、営業利益の増加に加え、受取利息や持分法適用関連会社の㈱ディー・エヌ・エーの好調な業績による

持分法投資利益の増加によるものです。

　なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益は、売上高同様、前連結会計年度に引き続き過去最高を更新いたしまし

た。

　税金等調整前当期純利益は、前年同期比72.6％増の6,678百万円（3,870百万円）となりました。

　これは上記の各段階利益の増加に加え、特別損益について、主に特別利益としてソネット・エムスリー㈱の株式の

一部売却に伴う投資有価証券売却益1,017百万円、特別損失として投資有価証券評価損739百万円を計上したことによ

るものです。

　また、法人税等や法人税等調整額を含めた税金費用として2,658百万円（988百万円）を計上したほか、少数株主利

益としては、ソネット・エムスリー㈱の利益の増加と株式を一部売却したことによる少数株主持分比率の増加により

812百万円（673百万円）を計上いたしました。

　この結果、当期純利益は前年同期比45.2％増の3,208百万円（2,208百万円）となりました。
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(2) キャッシュ・フロー

　当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動において1,412百万円の増加、投資活動において3,901百

万円の増加、財務活動において751百万円の減少であったことから、前連結会計年度末に比べて4,519百万円増加し、

当連結会計年度末には18,084百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度は1,412百万円の増加となりました。これは、当連結会計年

度では税金等調整前当期純利益6,678百万円を計上し、減価償却費で1,201百万円を計上しましたが、売上債権の増加

で3,869百万円、法人税等の支払いで2,103百万円減少したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度は3,901百万円の増加となりました。これは、定期預金の払

戻による収入が6,000百万円増加したものの、投資有価証券の取得による支出が2,127百万円発生したことによるも

のです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、当連結会計年度は751百万円の減少となりました。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当社グループの業務はネットワークサービス関連事業であり、サービスの提供の実績は販売実績と一致している

ため、下記の「(3) 販売実績」をご参照ください。

(2) 受注状況

　当社グループは受注生産を行っていませんので、受注の記載事項はありません。

(3) 販売実績

　2007年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りです。

項目
2007年度

（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

前年同期比（％）

接続事業（百万円） 38,480 118.8

ポータル事業（百万円） 15,390 98.2

その他（百万円） 135 －

合計（百万円） 54,006 112.4

　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれていません。

２　当期より事業の種類別セグメントを開示しています。前年同期比較にあたっては前年度分を変更後の区分に　

　　組み替えて行っています。
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３【対処すべき課題】

　当社が中期計画において掲げるビジョンは「ネットワークエンタテインメントの追求」です。

　当社は「エンタテインメント」は成長領域であると捉え、取り組む領域を「キャラクター」「アジアエンタテイン

メント」「テレビ番組情報」等に集中し、各々の領域において「トップニッチ」を目指します。

　このビジョンを達成するため、「接続事業」においては、安定したキャッシュ・フローを生み出す事業として、利

益を確保しつつ、売上及び会員の増加を目指します。また、「ポータル事業」においては、今後利益成長のドライバー

とするべく、特に広告事業と法人向けソリューション事業の拡大に取り組むことで収益の増大を図ります。また、ポー

タル事業の業容拡大のための出資、M&Aを実行します。

　注力する事業としては「FTTH」「広告」「ソリューション」であり、その施策としては「トップニッチ」「グルー

プ連携」です。

　上記の事業展開を企図するにあたり、当社が対処すべき課題については下記のものが挙げられます。

(1) 接続事業について

　接続事業において、接続サービスの主流がADSLからFTTHへとシフトしていますが、事業環境を楽観視しているわ

けではありません。今後、数年続くと考えられるFTTHを中心としたブロードバンド市場の拡大に合わせ、会員獲得

販路の厳選と獲得コストのコントロールを実行します。

　同時に、接続サービスを幅広い顧客に提供するため、料金や地域、利用形態、居住形態にあわせた利用コースの多様

化を図り、それぞれ最適なサービスを提供していくことで、さらなる顧客基盤の拡大を図る方針です。また、家電機

器等に対するネットワークサービスの提供という新しいビジネスにも積極的に取り組んでいきます。

 さらに、東日本電信電話㈱、西日本電信電話㈱、KDDI㈱、中部電力㈱、㈱アッカ・ネットワークス、イー・アクセス㈱

等複数の電気通信事業者との関係強化も重要な要素であると考えています。

　また、次世代高速無線ネットワークであるWiMAXや次世代PHS等においても、複数の電気通信事業者との連携を行

い、MVNO(仮想移動体通信事業者)としてモバイルサービスの展開にも積極的に取り組んでいきます。

(2) ポータル事業について

　ポータル事業においては、広告事業拡大を目的として、広告商材の拡充、営業力の強化に取り組みます。

　一例として、CS放送やケーブルテレビ局向けに韓流・華流ドラマを中心としたエンタテインメント情報を提供し

ている「アジアドラマチックTV★So-net」では、アジアエンタテインメント情報を嗜好する視聴者層をターゲット

としたセグメント広告を展開します。

　また、ソリューション事業では、当社の会員ビジネス運営の基盤であるネットワーク、ハウジング、課金や認証シス

テム並びに個人会員向けサービスとして運用実績を積んだSNS等のWebサービスを、法人向けに積極的に提供する

ことで事業の拡大を図ります。

(3) 「トップニッチ」と「グループ連携」について

　「トップニッチ」に取り組む具体的な分野としては、「キャラクター」「アジアエンタテインメント」「テレビ

番組情報」です。

　「キャラクター」では、当社は「PostPet」のほか、オンラインコミュニティとして人気のある「Livly Island（リヴ

リーアイランド）」等のキャラクターを保有しています。これらのキャラクター資産を活用すべく、オンライン

ゲーム事業を展開する㈱ゲームポットに出資をしています。㈱ゲームポットに関しては、新しいオンラインゲーム

の共同開発や、海外でのライセンス事業やパブリッシング事業の共同展開等を強化し、両者の事業シナジーを最大

化させるべく、2008年２月29日から2008年４月11日までを公開買付け期間とする公開買付けを実施いたしました。

その結果、㈱ゲームポットは当社の連結子会社(議決権所有割合は97.85％)となりましたが、今後、必要な手続きを経

て完全子会社化する予定です。

　次に「アジアエンタテインメント」では、CS放送やケーブルテレビ局向けの番組編成を強化し、視聴者数の拡大を

図ります。また、番組出演者のファンクラブをWeb上で展開したり、ファンクラブ会員を対象としたリアルイベント

を開催することで、アジアエンタテインメントファンのコミュニティ化を図り、広告やEC等のビジネスの拡大につ

なげます。

　また、「Gガイド．テレビ王国」というサービス名で展開している「テレビ番組情報」では、月間800万以上の番組

がインターネットを経由して予約録画されていますが、今後はテレビ番組に対する視聴者の口コミ情報等を付加

し、サービスの拡充を図ります。

　当社は、これら３つのセグメント化した領域で「トップニッチ」を目指します。
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(4) 個人情報保護について

　      2005年４月１日の個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）の全面施行以降、ますます個人情報保護に対

      する重要性は高まっています。

        当社では1996年の創業当初より、個人情報の保護に関して積極的に取り組んでおり、社内に専門の独立した組織

      として「セキュリティ委員会」を設置し、業務上個人情報の取得や利用を行う場合の審査体制を整えてきました。

      また、当社では同組織を中心に1999年11月、業界で初めて個人情報保護に関する審査を通過し「プライバシーマー

      ク」（財団法人日本情報処理開発協会認定）を取得、また2002年10月には、ユーザー対策、セキュリティ対策が一

      定基準以上であることを示す「安全・安心マーク」（インターネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会

認

      定）の認定も取得いたしました。加えて、当社における情報管理の一環として、2003年６月に情報セキュリティマ

      ネジメントシステム（ISMS）を構築し、国際標準規格である「ISO/IEC27001:2005」の認証を取得する等、個人情

      報及び情報資産に関する保護、管理について十分な体制作りに努めています。

　

　  (5) 投融資について

　当社グループでは、FTTHを中心とした接続事業における会員獲得及びポータル事業全体を強化することが課題で

あると考えています。子会社、関連会社に関しては、上記(3) 「トップニッチ」と「グループ連携」についてにて述べ

た様々な連携を強化し、当社の企業価値向上に努めます。また、当社グループの成長の加速、業容の拡大に寄与する

と判断した企業に対しては、採算性、投資結果に対する責任を明確にしながら、M&A、アライアンス等を積極的に進

めていく方針です。

　また、投資・育成支援を行う母体であるソネットキャピタルパートナーズ㈱を通じて、ユニークな技術やビジネス

モデルをもった有望なベンチャー企業への投資を実施します。

　さらに、個人情報保護に代表される情報セキュリティの強化等、コンプライアンス体制の一層の強化、内部統制シ

ステムの構築に必要とされる投融資を行います。
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４【事業等のリスク】

　本書に記載した当社の事業内容、その他投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスク要因となる事項は

以下の通りですが、これらの記載は、リスク要因となるすべての事項を網羅したものではありません。また、以下の記

載に限定されるものでもありません。

　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において入手可能な情報から得られた当社の経営者

の判断に基づいています。

①　当社を取り巻く事業環境について

　2007年12月末における日本のブロードバンドインターネット契約数は、全体で2,830万契約（総務省公表値）となる

等、インターネットは、ブロードバンド接続が主流となってきています。

　従来、電話線によるナローバンド接続では、パソコン毎に回線が接続されていましたが、ブロードバンドは世帯毎

に回線を敷設し、それを分岐して各自のパソコンに接続して使用することが可能となります。従って、ブロードバン

ドインターネット加入者数の市場規模が、日本の総世帯数約5,110万（2006年３月末 住民基本台帳）を上限として推

定した場合、今後ブロードバンドインターネット加入者の市場が成熟していくこと等が想定されます。このことか

ら、当社の会員数の伸び率は低下していく可能性があります。また、合併・買収等の業界再編等により現在の事業環

境に大きな変化が生じる可能性があり、その場合、当社の将来の業績及び事業展開に重大な影響を与える可能性があ

ります。

　また、当社では接続事業以外にポータル事業として、コンテンツの課金やEC、広告、法人向けソリューションサー

ビス等の事業を行っており、インターネット接続事業者だけではなく、電気通信事業者、広告事業者、ソリューショ

ンサービス事業者、コンテンツ供給事業者、電子商取引事業者等その他のさまざまな事業者とそれぞれの分野で競合

することがあります。このような事業環境の下で収益並びに業容の拡大を企図し、今後、コンテンツ等の情報サービ

スの拡大、ECの拡大、ソリューションサービスの拡大、広告の獲得等のため、M＆A、他社とのアライアンス、出資、

新会社設立等の施策により積極的な事業展開を行っていくことが重要な課題であると認識しています。

　しかしながら、これらの施策による事業の拡大には相応の時間を要するほか、新たな投融資負担が生じ、想定外の

損失を蒙る可能性があり、それらの様々なリスク要因により、予定どおり収益拡大、業容拡大を図ることが出来ない

可能性があります。

②　競合について

　当社の接続事業における主な競争相手は、自ら通信回線等の設備を有して電気通信事業を行っている事業者を含む

インターネット接続事業者です。また、ポータル事業においては、今後競合他社による新規参入、市場環境の変化等

により、競争が激化する可能性があります。

　現状の競合他社の中には、当社に比べ強い財務基盤、広い顧客層及び高い知名度等を有している企業、当社よりも

低価格でサービスを提供する企業、当社にはないサービス、コンテンツ及び商品を提供する企業があります。

　競合先の営業方針、価格設定及び提供するサービス、コンテンツ及び商品は、当社の属する市場に影響を与える可

能性があり、これらの競合先に対し効果的な差異化を図れず、当社が想定している事業進展が図れない場合には、当

社の経営成績及び財務状況に影響が及ぶ可能性があります。

③　収益構造について

　当社の接続事業収入が売上高全体に占める割合は、2003年度において80.5％、2004年度において73.1％、2005年度

において65.6％、2006年度において67.4％、2007年度において71.3％となっています。接続事業の収益は、新規獲得

会員数及び総会員数の推移、会員の退会率の推移、接続事業における利用コース別の料金動向、通信回線使用料、業

務委託費、広告宣伝費、販売促進費、代理店手数料等の経費の支出等により大きな影響を受けます。特にブロードバ

ンド分野において新規会員の獲得競争が激しくなる結果、価格競争の激化による収入の減少や広告宣伝費や販売促進

費、代理店手数料等、シェア拡大のために費用の増加を余儀なくされる可能性があります。

　新規会員を獲得するにあたって、初期工事費や月額利用料を無料とする等のキャンペーンを実施した結果、新規会

員の獲得が出来たとしても、会員獲得費用や通信回線使用料等の費用の支出が会員からの収入に先行して発生する

ため、それがただちに収益として計上されず、一時的には当社の収益を悪化させる要因となり、当社の経営成績その

他に重大な影響を及ぼす可能性があります。加えて、当社の収益の大半が接続事業の収益に依存している状況は、当

社の将来の業績に不確実性を与える要因であると考えられます。

イ　新規獲得会員数の推移について

　接続サービスの会員数は、主流となっているブロードバンド会員については現在まで順調に増加してきています

が、一方でダイアルアップ接続をするナローバンド会員の数は減少しています。今後もこの傾向は続くものと考え

られ、接続料金の改定、ブロードバンド・常時接続への取り組み、モバイル機器・端末への対応やポータルやコン

テンツの充実等で会員の満足度を向上させる等の施策により、新規会員を獲得し、既存会員の退会を抑止し、また

既存のナローバンド会員が当社のブロードバンド会員となってもらえるよう努力いたします。

　しかしながら、会員獲得競争の激化、技術革新に対する当社側の対応の遅れ、当社によるネットワークインフラ

整備の遅れ、各種ネットワークサービスの会員への提供の遅れ、個人情報流出等の事故に代表される当社の信用を

毀損する事故の発生や事故対応の遅れ、不手際、また、市場の成熟等により、会員数の伸びが低下あるいは減少し
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た場合、当社の将来の業績及び事業展開に重大な影響を与える可能性があります。

ロ　接続事業における利用コース別の料金動向について

　接続事業における料金動向は当社の収益に大きな影響を及ぼします。当社の接続サービス料金は、月額基本料金

及びウイルスチェックやIP電話等のオプションサービス料金等からなり、かかる料金がコース別に設定されていま

すが、価格面での競争力維持及び顧客のニーズに対応するために、これまで月額基本料金の見直しを行ってきまし

た。

　今後、当社は競合他社の料金改定を含む市場の動向により、さらに料金の見直し等を行う可能性があり、当社の

将来の経営成績に悪影響を与える恐れがあります。

ハ　通信回線使用料、業務委託費等の動向について

　通信回線使用料の主な内訳は、電気通信事業法に基づく電気通信事業者からの通信回線の借り入れ、仕入れ費用

等及び当社の会員獲得費用について電気通信事業者からの一部負担金等で構成されています。

　業務委託費の主な内訳は、サーバのハウジング費用やコールセンターの運営費、ウェブコンテンツやシステム開

発費用等であります。

　これらの費用の支出は、事業環境の変化による影響を受け、大きく変動する可能性があり、当社の将来の経営成

績に悪影響を与える恐れがあります。

ニ　広告宣伝費や販売促進費、代理店手数料の動向について

　広告宣伝費や販売促進費、代理店手数料等の会員獲得費用の主な内訳は、テレビコマーシャルや雑誌等への広告

宣伝、会員獲得のためのキャンペーン等に使用する資材等の費用、代理店が新規に会員を獲得した際に支払う手数

料等です。これらの費用は、年度の事業計画において予算を策定し、事業環境の変化に応じて適切に判断し、管理

していますが、競合他社による新規参入や、市場環境の急激な変化等により競争が激化することが見込まれる場合

等、対抗上、追加的にこれらの費用を投入せざるを得ない状況となり、当社の将来の経営成績に悪影響を与える恐

れがあります。

ホ　ポータル事業について

　当社のポータル事業の顧客層の多くは個人顧客であり、そのニーズ、嗜好は多岐にわたり、変化に富んでいます。

当社がサービス、コンテンツ、商品、広告等を提供する際には、顧客ニーズ、嗜好を満たすことが重要と認識して

いますが、将来においてそれらが顧客に受け入れられ、当社に利益をもたらすことが確実であるとは言えません。

　なお、当社はFTTHの普及に伴ってテレビのインターネットへの接続が進むことを展望していますが、FTTHの普及

の遅れやテレビ本体のインターネットへの接続環境が整わない可能性、又は接続環境が整っても当社が提供するテ

レビ向けネットワークサービス事業が立ち上がらず、又は顧客に受け入れられない等、テレビポータル事業が発展

せず、当社に利益をもたらさない可能性があります。

④　人材の育成及び確保について

　当社の事業展開においては、創造性、技術力、実行力、管理能力等さまざまな能力を有する人材を確保する必要が

ありますが、インターネット関連ビジネスにおいては人材の流動性が高いため、今後必要な人材を十分に確保できな

い恐れがあります。

　なお、当社は独自に人材を採用し、人材育成にも努めますが、必要な人材を十分に採用、育成できなかった場合に

は、当社の将来の事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。

⑤　個人情報やその他の情報の保護について

　当社は他のインターネット接続事業者に先駆け、1999年11月「プライバシーマーク」を、2003年６月に情報セキュ

リティマネジメントシステム（ISMS）の構築に関して、国際標準規格である「BS7799-2：2002」（現在のISO/

IEC27001:2005）及び国内のISMS適合性評価制度である「ISMS認定基準（Ver.2.0）」の認証を全社にて取得し、個人

情報並びに個人情報以外の情報管理について専門の部署として「セキュリティ委員会」を設置し、自主的な内部監

査を行い、かつ上記の認証を更新するため、定期的に認証機関による監査を受ける等、個人情報及び個人情報以外の

情報の保護管理に努めています。

　当社は、これまで実施してまいりました情報セキュリティをより一層強化するための対策、措置を講じ、個人情報

漏洩事故を発生させない体制をとっています。

　なお、当社においてさらに何らかの理由で個人情報やその他の情報が流出した場合、当社の信用が毀損され、損害

賠償や金銭的な負担が発生する等、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑥　事業運営にかかる法規制について

　当社はインターネット接続事業に関して電気通信事業法による規制を受けています。当社はインターネット接続事

業に関して電気通信事業法に基づく届出を行っており、同法の規制を受けています。同法には、届出の取消事由等の

定めはありませんが、当社が電気通信事業者として何らかの事由により、総務省その他監督官庁から行政処分を受け

た場合は、事業の継続等に悪影響を及ぼす可能性があります。

　さらに、不正アクセスの禁止等に関する法律、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、特定電子メールの送信の

適正化等に関する法律、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律、個人情

報の保護に関する法律等、インターネット関連事業を直接規制するものではありませんが、インターネット等の通信

手段に関わる規制を受けています。そのほか当社の事業展開上、消費者契約法、特定商取引に関する法律、割賦販売

法、古物営業法や不当景品類及び不当表示防止法等の消費者保護を目的とした法律の規制を受けています。当社によ
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るこれら法規制への対応いかんでは当社の信用が毀損され、将来の事業に影響を及ぼす可能性があり、また、関係諸

法令の改正の動向によっては新たな法令遵守体制の構築が必要とされる可能性があります。

　今後、当社の事業運営において何らかの法規制に関連する紛争が発生した場合には、その管轄地、準拠法を含め、

当該紛争に関する法的判断を的確に予想することができず、当社が法的リスクを負担せざるを得ない状況となる恐れ

があります。

　また、今後のインターネットやECに対する日本を含む各国の法規制のあり方次第では、当社の将来の事業展開が制

約を受ける可能性があります。

　なお、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づく発信者情報開示

請求に関して係争中ですが、当社に与える影響は軽微であります。

⑦　業界における急速な技術の変化と進展について

　当社の接続事業、ポータル事業が属する業界においては、技術、業界標準、顧客ニーズ及び競争が急速に変化する

ことから、頻繁に新しい商品及びサービスの導入、新たな競争相手等が出現しており、当社においてもこれらの変化

等に迅速に対応していく必要があります。

　しかしながら、何らかの理由により、当社において当該変化への対応が遅れた場合には、サービスの陳腐化、競争

力低下等が生じる可能性があり、また、対応が可能であったとしても、追加の多大な費用や投資の負担が発生する可

能性があり、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧　知的財産権について

　当社がインターネット関連事業を展開するにあたり、他社の特許権、商標権、意匠権等（以下「知的財産権」とい

う。）を侵害する恐れは否定できません。

　また、当社はソニー㈱との間では特許に関するクロスライセンス契約を締結し、それぞれ相手方の保有する知的財

産権を利用することが可能ですが、将来においてソニーグループの当社に対する持株比率が過半数を割った場合、当

社はそれらの知的財産権を現在の条件で利用できなくなる可能性があり、この場合、当社の事業展開及び業績に影響

を及ぼす可能性があります。

　加えて、ソニー㈱の子会社であることによって使用許諾が与えられている他社の知的財産権も多数あるため、ソニー

グループの当社に対する持株比率が過半数を割った場合、かかる他社の知的財産権を使用できなくなる、あるいは使

用するために多額の使用許諾料を負担することとなる恐れがあります。

　さらに、技術の進展において他社開発の技術等が標準化された場合、これらの権利者に対して使用許諾料を負担す

る必要が生ずる可能性もあり、この場合、将来の当社の収益を圧迫する可能性があります。

⑨　通信回線の借り入れ又は仕入及びサーバ管理体制について

　当社の事業は、電気通信事業法に基づく電気通信事業者から通信回線を借り入れ、又は仕入れたうえで、会員のサー

ビスに供しています。

　また、課金及び顧客情報管理用サーバの全てについて、24時間、365日の管理体制を敷いています。これらサーバにつ

いては、重要性に鑑み、原則として二重化する等の不慮の事故への対策を講じています。

　しかしながら、不可抗力による緊急事態又は偶発事故の発生、行政もしくは司法当局による行為、ストライキ、ロック

アウト、暴動、戦争、地震、火災、洪水その他の自然災害や、十分な電気もしくは他のエネルギーの不足は取得不能によ

る停電、ソフトウェア又はハードウェアの故障や致命的欠陥、コンピュータウイルスやネットワークへの不正侵入、

サービス提供妨害その他の破壊的行為、その他当社に通信回線を提供している電気通信事業者の行為等（以上の事象

を含むがこれらに限定されるものではない）により、通信回線が提供されない、通信回線及びサーバが使用不能とな

る、復旧まで多大の時間と労力を要する、又は復旧の目処が立たず、サービスの再開が不可能になる等の可能性があ

り、これらの場合には当社の経営、事業の継続性等に重大な影響を及ぼす可能性があります。

⑩　コールセンターの運営について

　当社は、顧客からの問い合わせに対する適切な対応が会員の獲得、維持に不可欠であると考えています。当社にお

けるコールセンターの業務については、大半が主にコールセンター業務を受託している外部の業者に依存していま

す。

　当社はコールセンターの業務を受託する業者に対し、個人情報の保護並びに顧客への応対に関する当社の方針を伝

達し、徹底させるため、これらの業者に対し十分な事前研修を行わせる等、顧客への応対品質の維持及び向上につい

て常に注意を払っています。

　しかしながら、受託会社におけるコールセンターの人員の業務品質を均一のものにすることは困難であり、問い合

わせに対する回答の遅れ、不的確又は不適切な回答、回答の放棄、人員の不足や応対品質の低下等、何らかの理由に

より当社のサービスレベルが低下したことにより、新規の会員獲得数やサービス利用者数が低下又は既存の会員の退

会が増加する等、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　

５【経営上の重要な契約等】

 特許に関する契約

　ソニーグループと当社の間の商取引については、双方の一般取引先と同様に商取引上妥当な条件で取引条件を決

定しています。
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　また、ソニー(株)の保有する広範な特許資産を利用しつつ、他社から特許侵害で訴えられる可能性を最小限に抑え

るため、親会社であるソニー(株)との間で特許権についての包括的なクロスライセンス契約を以下のとおり締結し

ています。

　特許権に関するクロスライセンス契約（契約締結日：2005年10月1日）

　特許権に関するクロスライセンス契約に基づき、当社及びソニー(株)は、それぞれ相手方及びその子会社が保有

する知的財産権を利用することができます。

　

６【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

　文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において入手可能な情報から得られた当社の経営者の判

断に基づいています。

(1) 重要な会計方針および見積

　当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

います。この連結財務諸表の作成に当り、連結決算日における資産、負債の報告金額及び偶発資産、偶発負債の開示

並びに連結会計期間における収益及び費用の報告金額に影響を与えるような見積及び予測を必要とします。結果と

してこのような見積と実績が異なる場合があります。

　当社グループは、特に以下の重要な会計方針の適用が、その作成において使用される見積及び予測により、当社グ

ループの連結財務諸表の作成に大きな影響を及ぼすと考えています。

①　繰延税金資産

　当社グループで計上している繰延税金資産は、主として将来減算一時差異によるもので、将来の課税所得を減額

する効果を持つものです。

　評価性引当金は、主として将来実現が見込めない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異に係る繰延税金資

産に対するものです。当社グループでは評価性引当金の算定について、当社グループ各社のタックス・プランニ

ングによる回収可能性等を総合的に勘案して、当連結会計年度末において1,198百万円の評価性引当金を計上して

います。

②　貸倒引当金

　当社グループは、債権の回収不能時に発生する損失の見積額について貸倒引当金を計上しています。一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、債権先の財務状態が悪化しその支払能力が

低下した場合は、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

　財務状態が悪化し、その支払能力が低下した債権先からの回収可能額を見積る際には、債権先企業の財政状態、

経営成績、事業計画、将来キャッシュ・フローの見積、格付ランク、事業計画や返済計画の実行可能性に影響する

その他特定の要因等を考慮しますが、時には見積や予測を必要とします。そのため、現在回収可能と考えている債

権残高に関して、債権先会社の継続的な経営成績の悪化や経済環境の変化等の追加情報を評価する結果、将来、債

権の一部は回収されない可能性があると判断される場合もあります。

③　のれん

　当社グループは、子会社の株式取得に際して発生したのれんをその効果の及ぶ年数で償却しています。投資の効

果の及ぶ年数を決定する際には、当該株式を取得する際に検討した投資先会社の事業計画等を考慮しますが、時

には見積や予測を必要とします。そのため、投資先会社の経営成績の悪化や経済環境の変化等によって、当初見込

まれていた年数で投資の効果が発現しないと判断される場合があります。

④　無形固定資産

　当社グループで計上している無形固定資産は、主としてソフトウェアによるものです。無形固定資産の償却につ

いては、自社利用ソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法、市場販売目的ソ

フトウェアについては見込有効期間（３年以内）に基づく定額法、その他の無形固定資産については経済的見積

耐用年数に基づく定額法により償却しています。これらの利用可能期間、見込有効期間及び経済的見積耐用年数

の設定に当って、当社グループは、ネットワークサービス関連事業における競争条件、技術進歩等を考慮します。

当社グループは、無形固定資産の耐用年数の見積は合理的と考えていますが、将来の予測不能な事業の前提条件

の変化は、これら資産の利用可能期間、見込有効期間及び経済的見積耐用年数の決定及び見直しに影響を与えま

す。

⑤　減損会計

　当社グループでは、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しています。

　当社グループの固定資産の減損会計を適用する際のグルーピングは、接続事業、ポータル事業等の内部管理上の

区分に基づき、実施されています。

　当社グループは、減損の兆候が認められる資産又は資産グループについては、経済的残存使用年数の将来キャッ

シュ・フローを見積り、減損損失を認識するか判断しています。減損処理適用に係る判断の結果によっては、当社

グループの連結財務諸表に重要な影響を与える場合があります。
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⑥　投資の減損

　当社グループは、ポータル事業等の業容拡大のため、ネットワーク関連企業の株式を所有しています。これらの

株式の多くは時価を合理的に算定できない非公開会社の株式です。当社グループは、その実質価額が著しく低下

したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、投資の減損処理を実施しています。ま

た、保有する上場株式の時価が、著しく下落した場合においても、回復する見込みがあると認められる場合を除

き、投資の減損処理を実施しています。これにより、当連結会計年度において739百万円の評価損を計上していま

す。

　当社グループは、実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられるかどうかを判断するに当って、投資

先企業の財政状態、経営成績、事業計画、事業計画の実行可能性に影響するその他特定の要因、投資先企業が事業

を行っている産業の特殊性、実質価額の回復が十分見込まれる期間まで当社グループが保有しつづけることがで

きるか否か等を考慮しますが、時には見積や予測を必要とします。そのため、現在実質価額の回復可能性が十分な

証拠によって裏付けられていると判断している投資に関して、投資先会社の継続的な経営成績の悪化や経済環境

の変化等の追加情報を評価する結果、将来、実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられないと判断

される場合もあります。

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

　当連結会計年度の経営成績は、接続事業においては、ナローバンドからブロードバンド、なかでもFTTHへのシフト

が進む中、FTTH会員の獲得を積極的に進めたことで、接続事業の売上高は前年同期比18.8％増の38,480百万円、営業

利益は同じく38.3%増の5,012百万円と大変好調に推移しました。ポータル事業では、前連結会計年度において行った

不採算事業の整理により、売上高は前年同期比1.8％減の15,390百万円と若干の減収となったものの、利益面におい

ては大きな改善があったほか、当社における法人向けソリューションサービスや広告売上の拡大に加え、子会社の

ソネット・エムスリー㈱の業績が好調に推移し、営業利益は前年同期比91.0%増の3,331百万円と大幅な増加となり

ました。

　また、営業外収益として、持分法適用関連会社の㈱ディー・エヌ・エーの好調な業績による持分法投資利益が増加

したことや、特別利益としてソネット・エムスリー㈱の株式の一部売却に伴う投資有価証券売却益があったほか、

特別損失として投資有価証券評価損を計上したこと等により、結果として、当期純利益は前年同期比45.2％増の

3,208百万円となりました。

(3) 当連結会計年度の財政状態の分析

（資産の部）

　当連結会計年度末の総資産は46,719百万円となり、前連結会計年度末と比べて3,571百万円増加しました。これは、

主として受取手形及び売掛金の増加により、流動資産が2,549百万円増加したこと、投資有価証券の増加により固定

資産が1,022百万円増加したことによるものです。

（負債の部）

　当連結会計年度末の負債は支払手形及び買掛金の増加等により456百万円増加し、9,867百万円となりました。

（純資産の部）

　純資産は、36,852百万円となり、前連結会計年度末と比べて3,115百万円増加しました。これは、利益の増加及び少数

株主持分の増加によるものです。

　

(4) 資金の源泉と流動性についての分析

　「第２　事業の状況」「１　業績等の概要」「(2)　キャッシュ・フロー」に示したとおりであります。

　なお、当社グループでは、余剰資金の運用については市場リスクや与信リスクを極めて限定的なものとする保守的

な運用方針とし、資金運用については、その資金使途や規模、期間を勘案した適切な手段によっています。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度における無形固定資産を含む設備投資の総額は1,674百万円で、その主な内容は、ソフトウェアの取

得、当社本社の器具・備品に関する支出です。なお、当連結会計年度中に重要な影響を及ぼす設備の売却、撤去等はあ

りません。

２【主要な設備の状況】

　2008年３月31日現在における各事業所の設備、投下資本及び従業員の配置状況は以下のとおりです。なお、当社及び

その連結子会社は、サービスの特性及び市場の類似性を考慮して接続事業、ポータル事業、その他にセグメントを分類

しています。

(1) 提出会社

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容
 

設備の種類別の帳簿価額

従業員数
（人）

有形固定資産 無形固定資産

合計
（百万円）建物

（百万円）
器具・備品
（百万円）

ソフト
ウェア
（百万円）

その他
（百万円）

本社

(東京都品川区)
接続事業

インターネットサー

ビス設備、事務用機

器等

4 289 918 635 1,847 157

　

　
ポータル事業

インターネットサー

ビス設備、事務用機

器等

1 230 620 431 1,283 165

　

　
その他

インターネットサー

ビス設備、事務用機

器等

－ － － － － －

　

　
全社 事務所関連設備等 222 131 70 13 438 68

　（注）１　帳簿価額のうち「その他」は、接続事業に対する商標権550百万円、ソフトウェア仮勘定85百万円、ポータル事

業に対するのれん157百万円、商標権118百万円、ソフトウェア仮勘定155百万円、全社に対する特許権2百万

円、商標権2百万円、電話加入権0百万円、ソフトウェア仮勘定9百万円の合計額です。

２　本社の建物は賃借です。なお、上記の表中の建物の金額は、賃借中の建物に施した建物附帯設備の金額です。

３　リース契約による提出会社の主な賃借設備は、次の通りです。

名称
リース期間
（年）

年間リース料
（百万円）

リース契約残高
（百万円）

コンピュータ等 ３～４ 390 367

ソフトウェア ５ 170 146

（注）　上記設備は、所有権移転外ファイナンス・リースによるものです。
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(2) 国内子会社

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容 設備の種類別の帳簿価額

従業員数
（人）

 有形固定資産 無形固定資産

合計
（百万円）

 
建物

（百万円）
器具・備品
（百万円）

ソフト
ウェア
（百万円）

その他
（百万円）

ソネット・エムスリー

㈱

(東京都港区)

ポータル事業
事務用機器及び

ソフトウェア等
30 29 93 39 192 50

エムスリー・パブリッ

シング㈱

(東京都港区)

ポータル事業 営業権 － － － 19 19 8

合計 30 29 93 58 211 58

　（注）　上記従業員以外に提出会社との兼務または兼任の従業員がいます。

(3) 在外子会社

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容 設備の種類別の帳簿価額

従業員数
（人）

 有形固定資産 無形固定資産

合計
（百万円）

 
建物

（百万円）
器具・備品
（百万円）

ソフト
ウェア
（百万円）

その他
（百万円）

So-net M3 USA 

Corporation

(アメリカ　ニュージャ

ジー)

ポータル事業 ソフトウェア － 0 11 － 11 2

Medi C&C Co., Ltd.

(韓国　ソウル市)
ポータル事業

事務用機器及び

ソフトウェア等
0 3 1 13 18 8

MDLinx, Inc.

(アメリカ　ワシントン

DC)

ポータル事業
事務用機器及び

ソフトウェア等
0 6 12 4 22 26

So-net Entertainmet  

Taiwan Ltd.

(台湾　台北市)

接続事業

インターネット

サービス設備、

事務用機器等

1 118 8 － 128 232

合計 1 128 32 17 181 268

３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設

　重要な設備の新設の計画はありません。

(2) 重要な改修

　重要な設備の改修、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 942,080

計 942,080

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2008年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2008年６月19日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 255,520 255,520
東京証券取引所 

第一部
－

計 255,520 255,520 － －

　（注）　普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。

（２）【新株予約権等の状況】

 　会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。

 　　2007年11月16日取締役会決議（第１回新株予約権）

 
事業年度末現在
（2008年３月31日）

提出日の前月末現在
（2008年５月31日）

新株予約権の数（個） 　110 110

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 110 110

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 同左

新株予約権の行使期間
　自　2007年12月７日

　至　2037年12月６日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　454,732

資本組入額　　　227,366
同左

新株予約権の行使の条件

当社の取締役の地位を喪

失後、１年を経過した場合

に限り行使することがで

きる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
当社取締役会の承認を要

するものとする。
同左

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

 －  －

（注）　発行価格は、行使時の払込金額１円と新株予約権の付与日における公正な評価額454,731円を合算しています。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

2005年12月20日

（注）
20,000 255,520 2,720 7,965 3,699 8,463

　（注）  有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行株数　　　　    　20,000株

発行価格　　　　     340,000円

引受価額　　　　     320,960円

資本組入額 　　　    136,000円

払込金総額       　6,419百万円

（５）【所有者別状況】

　 2008年３月31日現在

区分

株式の状況

単元未満株式
の状況（株）政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 25 19 105 94 7 10,330 10,580 －

所有株式数

（株）
－ 33,599 952 150,685 37,786 11 32,487 255,520 －

所有株式数の

割合（％）
－ 13.15 0.37 58.97 14.79 0.0 12.71 100 －

　（注）　「その他の法人」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が４株含まれています。
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（６）【大株主の状況】

　 2008年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式
数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

ソニー株式会社 東京都港区港南１丁目７番１号 116,560 45.61

株式会社ソニーファイナンスインターナ

ショナル
東京都港区南青山１丁目１番１号 32,110 12.56

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社(信託口)
東京都中央区晴海１丁目８番11号 13,002 5.08

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信

託口)
東京都港区浜松町２丁目11番３号 6,794 2.65

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投

資信託口)
東京都中央区晴海１丁目８番12号 4,545 1.77

バンクオブニューヨークジーシーエムクラ

イアントアカウントジェイピーアールディ

アイエスジーエフイーエイシー

 （常任代理人　株式会社三菱

 東京ＵＦＪ銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 F

LEET STREET LONDON 

EC4A 2BB UNITED KINGDOM

 (東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）

3,132 1.22

野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町２丁目２番２号 2,831 1.10

モルガンスタンレーアンドカンパニーイン

ターナショナルピーエルシー

(常任代理人　モルガン・スタンレー証券株

式会社)

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF,

 LONDON E14 4QA ENGLAND

(東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号）

2,786 1.09

バイエリッシュフェラインスバンクアー

ゲーカスタマーアカウント

（常任代理人　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行）

AM SEDERANGER 5, MUNICH, F.R.

 GERMANY

 (東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）

2,246 0.87

資産管理サービス信託銀行株式会社(年金特

金口)
東京都中央区晴海１丁目８番12号 2,231 0.87

計 － 186,237 72.89
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 2008年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　255,520 255,516 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 255,520 － －

総株主の議決権 － 255,516 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が４株含まれています。なお、

「議決権の数（個）」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数４個が含まれていません。

②【自己株式等】

　 2008年３月31日現在 

所有者の氏名又

は名称
所有者の住所

自己名義所有株

式数（株）

他人名義所有株

式数（株）

所有株式数の合

計（株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －
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（８）【ストックオプション制度の内容】

　当該制度は、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2007年５月21日開催の取締役

会及び2007年６月20日開催の定時株主総会において決議されたものであります。

当該制度の内容は、次の通りであります。

　　決議年月日 　　2007年６月20日

　　付与対象者の区分及び人数 　　当社取締役（社外取締役は除く）

　　新株予約権の目的である株式の種類 　　普通株式　

　　株式の数 　　300株を上限とする　(注)１

　　新株予約権の行使時の払込金額 　　１円　(注)２

　　新株予約権の行使期間
　　新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の期間

　　で、当社取締役会の定める期間とする。

　　新株予約権の行使の条件

　　新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失した場合に

　　限り行使することが出来るものとし、その他の新株予

　　約権の行使の条件については、当社取締役会において

　　決定するものとする。

　　新株予約権の譲渡に関する事項 　　当社取締役会の承認を要するものとする。

　　代用払込みに関する事項 －

　　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１　①各新株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」という）は１株とする。

　　　　　　　なお当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。）又は株式併合等

　　　　　　　を行なうことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行なうも

　　　　　　　のとする。　

　　　　　　②各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を

　　　　　　　受けることができる株式の数は300株を上限とし、付与株式数が調整された場合には、調整後付与株式数

　　　　　　　に新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。

　　　　２　①新株予約権の割当てに際して、ブラックショールズモデルにより算定した公正価値を基準として、当社取

　　　　　　　締役会において決定する。

　　　　　　②各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受

　　　　　　　けることができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じて得た金額とする。　　

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　　　該当事項はありません。

　

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　　　該当事項はありません。

　

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　　該当事項はありません。

　

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　　　該当事項はありません。
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３【配当政策】

　当社は、経営基盤の強化、確立を図るとともに、常時接続・ブロードバンド化が急激に拡大し、シェア獲得競争が

激化するインターネット市場へ積極的な対応を図る必要があると考えています。

　今後、このような変化に迅速に対応した事業展開を行うため、キャッシュ・フローの増大及び財務基盤の整備と内

部留保の充実は、業容の拡大や事業の継続性の観点からも重要であると認識しています。

　株主への利益還元については、企業価値の最大化のため事業拡大に必要不可欠な投資のための内部留保を確保しつ

つ、毎期のキャッシュ・フローを勘案したうえで、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を実施いたします。

　配当性向につきましては、連結業績を基本として考えることとし、目標配当性向として当面は、連結当期純利益の

20％を目処といたします。

　当連結会計年度は、中間配当金として1,150円、期末配当金については、普通配当を1,350円に増配するとともに、東証

一部上場記念配当として500円を加えた1,850円といたしました。

　この結果、１株当たり年間配当金は中間配当金と合わせて3,000円となり、連結ベースの配当性向は23.9％となりまし

た。

　なお、当社は、剰余金の配当等を、会社法第459条第１項の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議に

より行うことができる旨定款に定めています。

　　　当連結会計年度に係る剰余金の配当

決議年月日
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）

2007年10月25日

取締役会決議
293 1,150

2008年４月24日

取締役会決議
472 1,850

　

　

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

回次 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度

決算年月 2004年３月 2005年３月 2006年３月 2007年３月 2008年３月

最高（円） － － 642,000 431,000
465,000

※ 498,000

最低（円） － － 271,000 180,000
296,000

※ 275,000

　（注）　  最高・最低株価は、2008年１月17日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は同取引所

マザーズにおけるものです。なお、2007年度の事業年度別最高・最低株価のうち、※印は同取引所マザーズに

おけるものです。

  2005年12月20日付をもって同取引所マザーズに株式を上場しましたので、それ以前の株価については該当事

　項はありません。 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

月別 2007年10月 11月 12月 2008年１月 ２月 ３月

最高（円） 498,000 492,000 492,000
391,000

※ 365,000
465,000 458,000

最低（円） 328,000 391,000 310,000
296,000

※ 286,000
365,000 332,000

　（注）　  最高・最低株価は、2008年１月17日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は同取引所

マザーズにおけるものです。なお、2008年１月の月別最高・最低株価のうち、※印は同取引所マザーズにおけ

るものです。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役 執行役員社長 吉田　憲一郎 1959年10月20日生

1983年４月　ソニー株式会社入社

2000年７月　当社入社

2001年５月　当社執行役員

2005年４月　当社代表取締役兼執行役員社長

2007年６月　当社代表取締役 執行役員社長（現

在）

(注）４ 70

取締役 執行役員専務 十時　裕樹 1964年７月17日生

1987年４月　ソニー株式会社入社

2002年２月　ソニー銀行株式会社代表取締役

2004年６月　同社取締役（現在）

2005年６月　当社取締役兼執行役員専務

2006年３月　有限会社ＡＤＳグローバルパート

ナーズ取締役(現在)

2006年４月　当社取締役兼執行役員

2006年７月　ソネットキャピタルパートナーズ株

式会社代表取締役社長(現在)

2007年６月　当社取締役 執行役員

2008年６月　当社取締役 執行役員専務（現在）

(注）４ －

取締役 執行役員専務 会田　容弘 1961年８月27日生

1984年４月　ソニー株式会社入社

2001年４月　当社入社

2004年７月　当社執行役員

2007年６月　当社取締役 執行役員(現在)

2008年１月　So-net Entertainment

Taiwan Ltd. 董事長(現在)

2008年６月　当社取締役 執行役員専務（現在）

(注）４ －

取締役 執行役員 菊池　正郎 1955年２月13日生

1978年４月　ソニー商事株式会社入社

1981年１月　ソニー株式会社入社

1995年11月　当社入社

2000年６月　当社執行役員

2005年６月　当社取締役兼執行役員常務

2006年４月　当社取締役兼執行役員

2007年６月　当社取締役 執行役員（現在）

(注）４ 10

取締役 　 栗原　宏  1955年２月25日生

1979年４月　ソニー株式会社入社

2006年６月　株式会社ソニーファイナンスイン

ターナショナル取締役(現在）　　　　

　　

　　　　　　ソニー株式会社財務部統括部長（現在）

2007年６月　当社取締役(現在）

(注）４ －

取締役 　 石黒　美幸 1964年10月26日生

1991年４月　弁護士登録（東京弁護士会）

常松 簗瀬 関根法律事務所入所

1999年１月　同事務所パートナー

2000年１月　長島・大野・常松法律事務所パート

ナー（現在）

2006年６月　当社取締役（現在）

(注）４ －

取締役 　 三尾　徹 1963年１月27日生

1988年４月　ソロモン・ブラザーズ・アジア証券

会社東京支店入社

2000年１月　同社マネジング ディレクター　

2005年７月　あすかコーポレイトアドバイザリー

株式会社パートナー

2005年10月　株式会社あすかＤＢＪパートナーズ

代表取締役（現在）

2006年３月　有限会社ＡＤＳグローバルパート

ナーズ取締役(現在)

2008年６月　当社取締役（現在）

(注）４ －

常勤監査役 　 吉野　美知夫 1945年６月２日生

1969年４月　ソニー株式会社入社

1996年１月　ソニーシステムデザイン株式会社

（現ソニーグローバルソリュー

ションズ株式会社）代表取締役社

長

2005年９月　当社常勤監査役（現在）

(注）５ －

 

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

 31/113



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

監査役 　 青沼　克明 1950年３月25日生

1984年４月　株式会社ソニーファイナンスイン

ターナショナル入社

2000年７月　当社監査役（現在）

2001年６月　株式会社ソニーファイナンスイン

ターナショナル執行役員

2007年６月　同社取締役 執行役員（現在）

(注）５ －

監査役 　  相内　泰和  1952年７月１日生

1977年４月　モルガン銀行東京支店入行

1998年４月　バンク・オブ・アメリカ東京支店入

行　同日本総支配人

2003年７月　ドイツ銀行　東京支店入行　同支店長

（現在)

2006年６月　当社監査役（現在）

(注）５ －

計 80

 （注） １　石黒美幸、三尾徹の２名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

　　　　２　吉野美知夫、青沼克明、相内泰和の３名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。

３　当社は、執行役員制度を導入し、執行役員５名を選任しています。上記記載の４名が取締役を兼務している他、

近藤幸直を選任しています。

４　2008年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2007年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

　当社は、経営の透明性を高め、効率的な企業運営を行うため下記に記載するコーポレート・ガバナンスの施策を実施

しています。

　(1)  コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

 ① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

　当社は、事業環境の変化が激しいインターネット関連の事業を営んでいくにあたり、その社会的責任を認め、法

令の遵守（コンプライアンス）はもとより、多様化するビジネスリスクへの対応を図り、経営の健全性、透明性及

び効率性を保ちつつ、事業環境の変化に対して迅速に意思決定し、説明責任を果たすことで株主価値の向上を図

ることが、ステークホルダーの要望や期待に応えていくことにつながるものと考えています。

　また、当社が属するソニーグループにおいて「ソニーグループ行動規範」が定められており、当社においても同

規範を採択し、役員、従業員に対し、その遵守を求めています。

　当社は、今後とも上記をはじめとするコーポレート・ガバナンス体制の構築並びに充実に努めていきたいと考

えています。

　　 ② 会社の機関の基本説明

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する体制としては、監査役制度採用会社として、取締役全７名中、会社法

に定める社外取締役を２名選任しています。また、監査役３名全員が社外監査役です。

　当社は、取締役会及び監査役会において、上記のような社外の取締役、監査役を配することでコーポレート・ガ

バナンスにおける「チェックアンドバランス（牽制と均衡）」をもって企業経営にあたっています。なお、社外

取締役、監査役に関して、専従のスタッフは配置していません。

　社外取締役及び社外監査役に関するサポート体制としては、取締役会事務局の従業員が適宜取締役会議案並び

に日常の業務執行に関する質問について対応をしています。また、社外監査役については、専任の従業員は置いて

いませんが、監査役の求めに応じ、内部監査室の社員が適宜、監査役の業務監査における補助業務を行なっていま

す。

　当社は、執行役員制度を導入し、執行役員として５名を選任しています。そのうち４名が取締役を兼務していま

す。執行役員は、取締役会より委任を受け、取締役会により決議された事項について業務を執行し、調整等を図っ

ています。

　当社は、このほか、以下のような機関によりコーポレート・ガバナンスに関する体制を構築しています。

     　　イ　経営会議

 　　　　　　経営会議規程に基づく社長決裁の事前審議機関として、常勤取締役によって構成され、原則毎週１回の頻

 度で開催されています。

 なお、常勤監査役は業務監査の一環として、陪席することになっています。

   　　　ロ　報酬委員会

       　    報酬委員会規程に基づき、取締役会において当社及びソニーグループ以外の社外より３名を選任し、取締 

 役の個別報酬について代表取締役に対し答申を行っています。開催は原則として年１回となっています。

  　 　　ハ　内部監査室

             代表取締役の直轄組織として位置付けられ、従業員2名が従事しています。

 内部監査計画は、全社的なリスク分析を行なった結果に基づき、リスクの内容・重要度を考慮して年度毎

 に策定しています。また、内部監査実施にあたっては必要に応じて外部の専門家に監査サポートを委託

 する等、有効性を高めています。

 内部監査の結果は代表取締役に報告しています。また、内部監査を通じて発見された課題や問題点は被

 監査部門へ改善提案や勧告を行うとともにフォローアップ監査により改善状況を確認しています。 

 　これらの関係を図示すると以下のようになります。
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③ 内部統制システムの整備の状況

当社では、内部統制システムについて以下の基本方針を取締役会において決議し、関連諸規定の整備を実施し、社

内で周知徹底を図っています。　

　　　　 イ　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制　

     取締役は、取締役会で定められた経営機構及び行動規範・職務分掌等に基づき職務の執行を行う。

   監査役は、取締役会等の重要会議に出席するなど法令に定める権限を行使し、取締役が内部統制システ　　

　 ムを適切に構築し、運用しているかを内部監査部門・会計監査人と連携・協力の上、監視し検証する。

 ロ　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

     取締役は職務の執行に係る情報を社内規程等に従い、適切に保存、管理する。

 ハ　損失の危機の管理に関する規程その他の体制

 　　取締役会は、リスク管理を統括する部門を定め、当社及び子会社の損失の危険を管理する。

 ニ　取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制

　   取締役会は、社内規程等を定め、取締役の職務の遂行が効率的に行われる体制を構築する。

 ホ　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 　　使用人は、取締役会で定められた経営機構及び行動規範・職務分掌等に基づき職務の執行を行う。

 　　内部監査部門は、監査役・会計監査人と連携・協力の上、内部統制システムの整備・運用状況を監視し、

　　 検証する。

 ヘ　当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

 　　当社の監査役は、子会社の内部統制システムが適切に整備されているかに留意し、必要に応じて法令等に

　　 定める権限を行使し、子会社の調査等を行う。

     当社の内部監査部門は、子会社の内部統制システムが適切に整備されているかに留意し、子会社の内部統

     制及び外部監査の結果を監視し、検証する。

 ト　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する体制

 　  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当該使用人の任命を行う。

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

 34/113



 チ　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

 　　監査役の職務を補助すべき使用人の任免及び人事考課については、監査役の同意を必要とする。

   リ　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

 　  取締役及び使用人は、監査役から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告する。

     取締役及び使用人は、社内通報制度を利用した通報を受理したときは、ただちに監査役に報告する。

 ヌ　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　 代表取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置

   をとる。

　　 ④ リスク管理体制の状況 

  当社では、各種事業を推進する際に、取締役会を最高意思決定機関として、経営会議等の各種重要会議体におい

て市場環境、競合状況等の事業環境を把握し、商品・サービスの品質や価格等の分析を通じて事業リスク等を勘

案した上で適切な経営判断を行うための体制を決裁規程や業務分掌の整備等を通じて構築しています。事業の推

進にあたり、投融資も積極的に活用しているため、経営会議、取締役会等において採算性、収益性等から投資リス

クを多面的に分析し、十分に審議した上で実行しています。また、実行後に関しては、所管部署においてリスクの

内容や影響度について定期的に観察し、報告を行っています。

  近年特にその重要度が増しつつある情報漏洩リスクに対しては、情報セキュリティ確保のための専門部署を設

置し、個人情報及び情報資産に関する保護、管理についての体制を構築しています。コンプライアンスに関して

は、行動規範やマニュアルを制定し、所管部署が役職員を中心に教育・啓蒙活動を定期的に行い、関連法規等の遵

守を促す体制を構築しています。

　　 ⑤ 剰余金の配当等の決定機関 

  当社は、剰余金の配当等会社法459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、

株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役

会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。

     ⑥ 内部監査及び監査役監査の状況

　監査役会が定めた年間監査計画に基づき実施された監査結果及び内部監査室の年間監査計画に基づいて実施さ

れた監査結果について、監査役会と内部監査室は適宜、相互に報告を行い、情報交換をしています。また、監査役監

査、内部監査のそれぞれの監査の過程において発見された事項については、相互に情報交換を行い、取締役、その

他の執行機関に対して、業務改善等に関する提言を監査役と内部監査室が連携し、もしくは個別に行なっていま

す。

　当社は会計監査人設置会社であり、あらた監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けています。監査

役、内部監査室及び監査法人は相互に連携をとり、監査結果報告会等を開催するなどして情報の共有を行い、三様

監査の実効性を高めています。

     ⑦ 会計監査の状況

  2007年度においてあらた監査法人による監査業務に従事している公認会計士は中嶋康博及び善塲秀明の２名、

会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、会計士補等５名、その他４名となっています。各監査役は、監査法

人より、年間の監査計画、実施した監査手続の概要、監査実施結果、会計上の主要検討事項並びに内部統制に関す

る事項等について報告を受け、四半期ごと意見交換等を行っています。また、監査法人からは年２回書面による監

査結果報告書の提出を受けており、各監査役はその報告内容について、取締役又は取締役会に対し報告を行い、指

摘された事項に関する業務改善の勧告を行っています。

　　 ⑧ 社外取締役及び社外監査役との関係

　社外取締役は、当社の事業展開において有益な助言を得られるとともに、それらの知見や経験に基づき当社の経

営や事業の妥当性について監督できる能力があるものと判断できる者を選任いただけるよう候補者を選定して

います。

  当社の社外取締役は、まず、弁護士として主に会社のファイナンスやコーポレート・ガバナンス、コンプライア

ンスに関わる業務を経験してきており、コーポレート・ガバナンスの観点から当社の業務執行の妥当性について

監督できる知見と能力があるものと判断した者を１名、さらに、証券会社等において投資事業に関わる業務を経

験してきており、それらに関する造詣が深く、当社の企業集団における投融資の業務執行の妥当性について監督

できる知見と能力があるものと判断した者を１名、それぞれ選定しています。

　社外監査役は、当社の業務内容並びに取締役の業務執行について理解する能力があると判断した者を選定し、ま

た、各監査役は、いずれも会計または財務及びそれらを支えるシステムに関連する知識を有していることから、客

観的で有効な監査を実施できる能力と経験を備えていると判断した者を選定しています。

  １名（常勤監査役）は、親会社であるソニー㈱を経てソニーグループ全体のシステム関係を統括する子会社の
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社長及びソニー㈱監査部にてソニーグループ全体の監査を担当していた者、またソニー㈱の100％子会社でクレ

ジット、カード、リース、レンタル、融資等の業務を営んでいる㈱ソニーファイナンスインターナショナルにおい

て同社のインフォメーション＆システムインテグレーション部門を担当し、統括している者を１名（非常勤監査

役）、さらに前職並びに現職において、金融機関における代表者として、コーポレート・ガバナンス、特に内部統

制に関してマネジメントとして関わっている者を１名（非常勤監査役）選定しています。

  　  ⑨ 責任限定契約の内容の概要

 　2006年６月22日開催の第11期定時株主総会で定款を変更し、取締役の責任免除、社外取締役の責任限定契　

 約、監査役の責任免除及び社外監査役の責任限定契約の規定を設けています。また、これに基づき、社外取 

 締役である石黒美幸、三尾徹並びに社外監査役である吉野美知夫、青沼克明及び相内泰和の各氏は、それぞれ、当

社との間で責任限定契約を締結しています。

 （社外取締役の責任限定契約）

 　           会社法第423条第１項に基づき当社に対して損害賠償責任を負う場合において、当該社外取締役がその職務

を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、20百万円又は会社法第425条第１項において定

義される最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。

 （社外監査役の責任限定契約）

 　           会社法第423条第１項に基づき当社に対して損害賠償責任を負う場合において、当該社外監査役がその職務

を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、20百万円又は会社法第425条第１項において定

義される最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。

   　 ⑩ 役員報酬及び監査報酬の内容

　当社の役員報酬は、社内取締役に対する報酬は178百万円、社外取締役に対する報酬は４百万円、社外監査役に対

する報酬は12百万円です。また、2007年度の監査法人に対する監査報酬は、公認会計士法第２条第１項に規定する

業務に基づく報酬が、26百万円です。なお、あらた監査法人には公認会計士法第２条第１項以外の非監査業務とし

て、財務報告に係る内部統制のアドバイザリー・サービス業務の対価 (６百万円)を支払っています(いずれも立替

経費及び関連消費税等は含んでいません。)。

　　　⑪ 取締役の定数

  当社の取締役は、12名以内とする旨定款に定めています。

　    ⑫ 取締役の選任及び解任の決議要件

  当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。  

  また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議

決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めています。

　    ⑬ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

 　　 　ⅰ　 当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会決議を

　　　　　 もって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めています。

ⅱ   当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項に基づく取締役

　（取締役であった者を含む。）または監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除

　 することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その

   能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

　　　⑭ 株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めていま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とするものです。

　(2)  親会社等の企業グループにおける当社グループの位置付けその他の当社グループと親会社等との関係 

      ① ソニーグループ内における当社との競合について

   現在、国内においてソニーグループ内で広く一般にインターネット接続事業並びにポータル事業を営んで

 いるのは当社のみであり、当社は今後とも両事業全般の強化に積極的に取り組んでまいります。

 　また、ソニー㈱及びソニーグループにおけるエレクトロニクス、ゲーム、映画、金融ビジネスのそれぞれ

 の事業分野における優位性と、当社の事業分野における優位性とを組み合わせることで当社の今後の事業展開 

 にプラスの相乗効果がもたらされる可能性があります。

   ソニー㈱は、昨今のインターネット業界における事業環境の変化のスピードに鑑み、当社がより独立性を高　　

 め、独自の運営形態・成長戦略により、その企業価値を向上させていくことがグループ経営の観点から、より
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 望ましいとの考えのもと、当社普通株式の株式公開をいたしました。

   しかしながら、ソニーグループ内で当社の事業と直接競合する恐れや将来的に事業間の競合が発生する可

 能性のあるものとしては、以下のようなものがあります。

 イ 電気通信事業の運営

 　 ソニーグループにおいて、当社の接続事業と競合する可能性のある事業としては、ソニー㈱が運営する 

   「bit-drive」事業（企業向けのインターネット接続サービス）があります。

    当社は、個人向けの接続サービスを中心に個人事業者や中小規模の事業者向けに接続サービスを提供して

    いるのに対し、ソニー㈱の運営する「bit-drive」事業は当初より法人向けの大規模なネットワーク接続

    サービスを提供しています。現在のところ、両社は対象となる顧客に応じて、事業の棲み分けを行うなど

    の協業を行っており、競合は発生していません。

 ロ インターネットを利用したソニー製品の販売

 　 ソニー㈱及びソニーグループでは、インターネットを通じたソニー製品のマーケティングや直接販売を

　　行っています。ソニースタイル・ジャパン㈱による日本国内におけるインターネットを通じたソニー製品

　　のマーケティング・販売及び関連サービスの提供等の事業が当社事業と競合する可能性がありますが、

　　当社に与える影響は限定的であると考えています。

       ② 人的関係について（従業員等）

   当社の事業展開においては、創造性、技術力、実行力、管理能力等さまざまな能力を有する人材を確保する 

　必要があります。

　　しかしながら、インターネット関連ビジネスにおいては人材の流動性が高いため、優秀な人材を適時に採用　  

することは容易ではありません。

   そのため、当社ではソニーグループの人的資源を活用し、経営体質の強化と事業の拡大に資するため、会社

　設立以来、出向者を受け入れてきましたが、転籍及び出向解消等により、現在はソニーグループからの出向

　者は受け入れていません。

       ③ 人的関係について（取締役、監査役）

　　取締役として、当社の株主で親会社であるソニー㈱より、同社財務部統括部長である栗原宏氏を選任してお

　り、社外監査役は、親会社並びに親会社の関連会社出身である吉野美知夫（常勤監査役）、㈱ソニーファイ

　ナンスインターナショナルより青沼克明（非常勤監査役）の各氏を選任しています。

    なお、当社に対するソニーグループの出資比率が変更された場合には、これらの人的関係が変動する可能

  性があります。

       ④ ソニー㈱の持株比率と特許の取り扱いについて

    ソニー㈱における持株比率は、直接保有、間接保有分を含め、現時点で過半数が維持されています。

　  しかしながら、なんらかの理由によりソニーグループの持株比率が過半数を割った場合、2005年10月１日

  に締結した「特許権に関するクロスライセンス契約」において、特許権についてソニー㈱の保有する広範な

  特許資産を利用することができなくなる可能性があり、他社の特許侵害回避や訴訟等への対応で費用が発生

  し、当社の事業運営に重大な支障を来たす可能性があります。

　

　(3)  当社グループにおける子会社及び関連会社との関係

　当社は、当社が株式持分を保有する子会社及び関連会社と協働し、相乗効果を発揮するため、当社役員及び従業員

が、子会社及び関連会社の役員を兼任しています。

  しかしながら、当社事業とその子会社や関連会社の事業との間に競合が生じた場合やその他の事由により、当社

事業において相乗効果が発揮又は期待できない可能性があります。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下

「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。

　なお、前連結会計年度（2006年４月１日から2007年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連

結会計年度（2007年４月１日から2008年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成していま

す。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸

表等規則」という。)に基づいて作成しています。

　なお、前事業年度（2006年４月１日から2007年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度

（2007年４月１日から2008年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しています。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(2006年４月１日から2007年３月31日まで)の連結財

務諸表及び前事業年度(2006年４月１日から2007年３月31日まで)の財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193

条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度(2007年４月１日から2008年３月31日まで)の連結財務諸表及び当事業

年度(2007年４月１日から2008年３月31日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けています。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

　
　

前連結会計年度
（2007年３月31日）

当連結会計年度
（2008年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  19,898   18,368  

２　受取手形及び売掛金 　  5,515   9,528  

３　たな卸資産 　  227   192  

４　繰延税金資産 　  652   558  

５　その他 　  941   1,111  

６　貸倒引当金 　  △78   △53  

流動資産合計 　  27,157 63.0  29,707 63.6

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

(1)　建物 　 206   357   

減価償却累計額 　 164 41  97 259  

(2)　器具・備品 　 998   2,351   

減価償却累計額 　 559 439  1,538 812  

有形固定資産合計 　  481 1.1  1,072 2.3

２　無形固定資産 　       

(1)　のれん 　  1,178   907  

(2)　ソフトウェア 　  2,045   1,741  

 (3)　その他 　  910   968  

無形固定資産合計 　  4,134 9.6  3,618 7.8

３　投資その他の資産 　       

(1)　投資有価証券 *1  9,393   11,192  

(2)　長期貸付金 　  383   553  

(3)　敷金・保証金 　  1,157   731  

(4)　繰延税金資産 　  628   135  

(5)　その他 　  70   32  

(6)　貸倒引当金 　  △259   △322  

投資その他の資産合計 　  11,374 26.3  12,321 26.3

固定資産合計 　  15,990 37.0  17,012 36.4

資産合計 　  43,147 100.0  46,719 100.0
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前連結会計年度
（2007年３月31日）

当連結会計年度
（2008年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　支払手形及び買掛金 　  －   3,982  

２　買掛金 　  3,693   －  

３　未払金 　  217   183  

４　未払費用 　  2,109   2,189  

５　未払法人税等 　  1,316   1,116  

６　賞与引当金 　  227   243  

７　ポイント引当金 　  283   326  

８　入会促進引当金 　  －   133  

９　その他の引当金 　  8   53  

10　その他 　  697   894  

流動負債合計 　  8,555 19.8  9,122 19.5

Ⅱ　固定負債 　       

１　退職給付引当金 　  280   458  

２　役員退職慰労引当金 　  51   －  

３　繰延税金負債 　  68   0  

４　その他 　  454   285  

固定負債合計 　  854 2.0  744 1.6

負債合計 　  9,410 21.8  9,867 21.1

　 　       

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  7,965 18.5  7,965 17.0

２　資本剰余金 　  8,463 19.6  8,463 18.1

３　利益剰余金 　  14,456 33.5  16,849 36.1

　　株主資本合計 　  30,886 71.6  33,278 71.2

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券評価差額
金

　  47 0.1  △226 △0.5

２　為替換算調整勘定 　  4 0.0  △21 △0.0

　　評価・換算差額等合計 　  51 0.1  △248 △0.5

Ⅲ　新株予約権 　  0 0.0  53 0.1

Ⅳ　少数株主持分 　  2,799 6.5  3,768 8.1

純資産合計 　  33,737 78.2  36,852 78.9

負債純資産合計 　  43,147 100.0  46,719 100.0
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②【連結損益計算書】

　 　
前連結会計年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  48,066 100.0  54,006 100.0

Ⅱ　売上原価 　  27,824 57.9  30,876 57.2

売上総利益 　  20,242 42.1  23,130 42.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　       

１　広告宣伝費 　 1,509   1,053   

２　販売促進費 　 1,947   1,926   

３　販売手数料 　 1,333   1,625   

４　ロイヤルティ 　 376   269   

５　報酬・給与 　 2,723   3,154   

６　業務委託費 　 3,261   3,172   

７　通信費 　 442   405   

８　賃借料 　 904   842   

９　支払手数料 　 1,630   1,761   

10　減価償却費 　 457   451   

11　賞与引当金繰入額 　 164   179   

12　退職給付費用 　 20   82   

13　役員退職慰労引当金繰入
額

　 19   7   

14　貸倒引当金繰入額 　 9   3   

15　ポイント引当金繰入額 　 93   42   

16　その他 　 2,009 16,903 35.2 2,342 17,322 32.0

営業利益 　  3,338 6.9  5,807 10.8

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 　 46   121   

２　受取配当金 　 6   18   

３　持分法による投資利益 　 10   922   

４　為替差益 　 25   －   

５　受取和解金 　 16   －   

６　ポイント引当金戻入益 　 15   －   

７　その他 　 26 147 0.3 35 1,099 2.0
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前連結会計年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外費用 　       

　１　支払利息 　 －   6   

２　為替差損 　 －   43   

３　固定資産除却損 　 137   99   

４　商品廃棄損 　 61   －   

５　リース中途解約金 　 14   17   

６　その他 　 44 257 0.5 26 193 0.4

経常利益 　  3,229 6.7  6,713 12.4

Ⅵ　特別利益 　       

１　投資有価証券売却益 　 2,075   1,017   

２　持分変動益 　 10   147   

３　貸倒引当金戻入益 　 54   55   

４　その他 　 － 2,140 4.5 73 1,293 2.4

Ⅶ　特別損失 　       

１　持分変動損 　 197   10   

２　投資有価証券評価損 　 21   739   

３　減損損失 *2 570   114   

４　本社移転関連費用  *3 300   －   

５　貸倒引当金繰入額 　 250   70   

６　退職給付費用 　 140   76   

７　固定資産臨時償却費 *1 17   82   

８　その他 　 － 1,499 3.1 234 1,329 2.5

税金等調整前当期純利
益

　  3,870 8.1  6,678 12.3

法人税、住民税及び事業
税

　 1,624   1,953   

法人税等調整額 　 △635 988 2.1 704 2,658 4.9

少数株主利益 　  673 1.4  812 1.5

当期純利益 　  2,208 4.6  3,208 5.9
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

2006年３月31日　残高
（百万円）

7,965 8,463 12,251 28,681

連結会計年度中の変動額     

利益処分による役員賞与   △4 △4

当期純利益   2,208 2,208

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

   －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 2,204 2,204

2007年３月31日　残高
（百万円）

7,965 8,463 14,456 30,886

 

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

2006年３月31日　残高
（百万円）

303 6 309 － 1,955 30,946

連結会計年度中の変動額       

利益処分による役員賞与      △4

当期純利益      2,208

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△256 △2 △258 0 843 585

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△256 △2 △258 0 843 2,790

2007年３月31日　残高
（百万円）

47 4 51 0 2,799 33,737

当連結会計年度（自　2007年４月１日　至　2008年３月31日）

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

2007年３月31日　残高
（百万円）

7,965 8,463 14,456 30,886

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当   △881 △881

当期純利益   3,208 3,208

持分法適用会社の減少に伴う増加
高

  66 66

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

   －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 2,392 2,392
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株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

2008年３月31日　残高
（百万円）

7,965 8,463 16,849 33,278

 

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

2007年３月31日　残高
（百万円）

47 4 51 0 2,799 33,737

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当      △881

当期純利益      3,208

持分法適用会社の減少に伴う増加
高

     66

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△274 △25 △299 52 969 722

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△274 △25 △299 52 969 3,115

2008年３月31日　残高
（百万円）

△226 △21 △248 53 3,768 36,852
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

　
　

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　   

税金等調整前当期純利益 　 3,870 6,678

減価償却費 　 945 1,201

固定資産臨時償却費 　 17 82

のれん償却額 　 397 147

減損損失 　 570 114

持分変動益 　 △10 △147

持分変動損 　 197 10

持分法による投資利益 　 △10 △922

投資有価証券評価損 　 21 739

投資有価証券売却益 　 △2,075 △1,017

賞与引当金の減少額 　 △16 △18

退職給付引当金の増加額 　 149 163

役員退職慰労引当金の増加（減少）
額

　 △21 7

貸倒引当金の増加（減少）額 　 204 △30

ポイント引当金の増加額 　 78 43

その他の引当金の増加（減少）額 　 △9 181

受取利息及び受取配当金 　 △53 △140

支払利息 　 － 6

為替差損益（差益） 　 △25 43

固定資産除却損 　 137 220

固定資産売却益 　 △2 △0

本社移転関連費用 　 300 －

売上債権の増加額 　 △891 △3,869

たな卸資産の減少額 　 21 56

その他流動資産の（増加）減少額 　 407 △404

仕入債務の増加額 　 370 260

未払費用の増加（減少）額 　 39 △293

その他流動負債の増加（減少）額 　 △174 143

役員賞与の支払額 　 △12 －

その他 　 4 78

　小計 　 4,434 3,334

 

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

 45/113



　
　

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

利息及び配当金の受取額 　 53 187

利息の支払額 　 － △6

法人税等の支払額 　 △945 △2,103

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 3,541 1,412

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　   

定期預金の預入による支出 　 △329 △20

定期預金の払戻による収入 　 － 6,000

投資有価証券の取得による支出 　 △5,835 △2,127

投資有価証券の売却による収入 　 1,917 1,164

有形固定資産の取得による支出 　 △308 △832

有形固定資産の売却による収入 　 13 1

無形固定資産の取得による支出 　 △1,723 △882

敷金・保証金の差入による支出 　 △538 △152

敷金・保証金の返還による収入 　 47 557

長期前払費用の増加による支出 　 △14 △2

新規連結子会社の株式取得による支
出

　 △791 －

新規連結子会社の株式取得による収
入

　 － 252

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の売却による支出

　 － △133

子会社株式取得による支出 　 △66 －

貸付けによる支出 　 △361 －

貸付金の回収による収入 　 323 73

その他 　 － 2

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △7,667 3,901

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　   

配当金の支払額 　 － △875

子会社の株式発行による収入 　 29 124

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 29 △751

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 　 21 △43

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加（減少）額 　 △4,074 4,519

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 17,640 13,565

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 *1 13,565 18,084
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社は、スカイゲート㈱、ソネッ

ト・エムスリー㈱、So-net M3 

USA Corporation、MDLinx, Inc.、

Medi C&C Co., Ltd.、㈱ゼータ・ブ

リッジ、ソネットキャピタルパート

ナーズ㈱、ソネットキャピタルパート

ナーズＡ投資事業有限責任組合の８

社です。

なお、MDLinx, Inc.は当連結会計年度

において新たに株式を取得し、ソネッ

トキャピタルパートナーズ㈱、及びソ

ネットキャピタルパートナーズＡ投

資事業有限責任組合は、当連結会計年

度において新たに出資設立をして子

会社となったことから、連結の範囲に

含めています。

また、㈱ウェブポケットは、当連結会

計年度において当社と合併し、ソネッ

トスポーツ・ドットコム㈱は、2007年

１月29日に清算結了しています。

(1) 連結子会社は、ソネット・エムスリー

㈱、So-net M3 USA Corporation、

MDLinx, Inc.、Medi C&C Co.,

Ltd.、ソネットキャピタルパートナー

ズ㈱、ソネットキャピタルパートナー

ズＡ投資事業有限責任組合、

モーションポートレート㈱、クウジッ

ト㈱、So-net Entertainment 

Taiwan Ltd.、エムスリーメディカルア

イ㈱、エムスリー・パブリッシング㈱

の11社です。

なお、モーションポートレート㈱、ク

ウジット㈱、エムスリーメディカルア

イ㈱及びエムスリー・パブリッシン

グ㈱は、当連結会計年度において新た

に出資設立をして子会社となったこ

とから、So-net　　

Entertainment Taiwan Ltd.は、当連結会

計年度において新たに株式を取得し

て子会社になったことから、連結の範

囲に含めています。

また、スカイゲート㈱は、当連結会計

年度において株式譲渡したことから、

㈱ゼータ・ブリッジは、当連結会計年

度において第三者割当増資を行った

ことにより持分比率が低下したこと

から、連結の範囲から除外していま

す。

Sony Network Taiwan Ltd.は、

2008年１月１日付でSo-net 

Entertainment Taiwan Ltd.に社名を変

更いたしました。

　 (2) 連結の範囲から除外した子会社はあり

ません。

(2) 　　　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用関連会社は、㈱ディー・エ

ヌ・エー、テレビポータルサービス

㈱、㈱Sentivision、㈱エニグモ、㈱ゲー

ムポット、㈲ADSグローバルパート

ナーズの６社です。

なお、㈲ADSグローバルパートナーズ

は当連結会計年度において重要性が

増したことから、テレビポータルサー

ビス㈱は当連結会計年度において新

たに出資設立をして関連会社となっ

たことから、㈱ゲームポットは当連結

会計年度において新たに株式を取得

して関連会社となったことから、持分

法の適用範囲に含めています。

また、㈱レーベルゲートは、当連結会

計年度において株式譲渡し、持分法の

適用範囲から除外しています。

(1) 持分法適用関連会社は、㈱ディー・エ

ヌ・エー、㈱アクトビラ、㈱エニグモ、

㈱ゲームポット、㈲ADSグローバル

パートナーズ、㈱ソネット・カドカワ

・リンク、㈱ゼータ・ブリッジの７社

です。

なお、㈱ソネット・カドカワ・リンク

は、当連結会計年度において新たに出

資設立をして関連会社となったこと

から、連結の範囲にあった㈱ゼータ・

ブリッジは、当連結会計年度において

第三者割当増資を行ったことにより

持分比率が低下したことから、持分法

の適用範囲に含めています。

また、㈱Sentivisionは、当連結会計年度

において株式譲渡したことから、持分

法の適用範囲から除外しています。

テレビポータルサービス㈱は2007年

９月１日付で㈱アクトビラに社名を

変更いたしました。

　 (2) 持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しています。

(2) 　　　　　　　同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、MDLinx, Inc.の連結決

算日は12月31日です。

　連結財務諸表の作成に当たって、

MDLinx, Inc.については、連結決算日現在

で実施した仮決算に基づく財務諸表を使

用しています。

　　　　　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

４　会計処理基準に関する事

項

　 　

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

(ⅰ) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定し

ています。）

(ⅰ) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　同左

 市場価格のない有価証券

　移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの）

については、入手可能な最近の

決算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によって

います。

市場価格のない有価証券

　移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資

（金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるも

の）については、入手可能な最

近の決算書を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む方法に

よっています。

　 (ⅱ) 商品

移動平均法による原価法

(ⅱ) 商品

　　 移動平均法による原価法

　　 　なお、一部の海外連結子会社につ

　　　いては移動平均法による低価法を

　　　採用しています。

　 (ⅲ) 仕掛品及び番組勘定

個別法による原価法

(ⅲ) 仕掛品及び番組勘定

同左

　 (ⅳ) 貯蔵品

最終仕入原価法

(ⅳ) 貯蔵品

同左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(ⅰ) 有形固定資産

　主として定率法を採用しています。一

部の海外連結子会社は定額法を採用し

ています。

　なお、有形固定資産について、利用可

能期間を勘案して、随時耐用年数の見

直しを行っています。

(ⅰ) 有形固定資産

同左

　

　 (ⅱ) 無形固定資産

　自社利用ソフトウェアについては社

内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法、市場販売目的ソフトウェ

アについては見込有効期間（３年以

内）に基づく定額法、その他の無形固

定資産については経済的見積耐用年数

に基づく定額法を採用しています。

　なお、無形固定資産について、利用可

能期間を勘案して、随時耐用年数の見

直しを行っています。

(ⅱ) 無形固定資産

　自社利用ソフトウェアについては社

内における利用可能期間（主として５

年）に基づく定額法、市場販売目的ソ

フトウェアについては見込有効期間

（３年以内）に基づく定額法、その他

の無形固定資産については経済的見積

耐用年数に基づく定額法を採用してい

ます。

　なお、無形固定資産について、利用可

能期間を勘案して、随時耐用年数の見

直しを行っています。
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項目
前連結会計年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

(3) 重要な引当金の計上基

準

(ⅰ) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しています。

(ⅰ) 貸倒引当金

同左

　 (ⅱ) 賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、次期

支給見込額のうち当期対応分の金額を

計上しています。

(ⅱ) 賞与引当金

同左

　 (ⅲ) ポイント引当金

　販売促進等を目的とするポイント制

度による将来のポイント利用に備える

ため、過去の実績に基づき、連結会計年

度末において将来利用されると見込ま

れるポイントに対する所要額を計上し

ています。

(ⅲ) ポイント引当金

同左

　 (ⅳ) 売上割戻引当金

　連結子会社の一部は、将来の売上割戻

に備えるため、売上割戻金見込額のう

ち当連結会計年度の負担に属する金額

を計上しています。

(ⅳ) 売上割戻引当金

──────
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項目
前連結会計年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

　 (Ｖ) 退職給付引当金

　当社においては従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額を、一部の海

外連結子会社においては、現地国の法

令に基づく当連結会計年度末要支給額

を計上しています。

　数理計算上の差異は、各年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間

（７年）による定額法により按分した

額を発生の翌年度から費用処理するこ

ととしています。

(追加情報)

　当社は退職給付債務の算定にあた

り、従来、簡便法によっていましたが、

当連結会計年度末から原則法による

算定方法に変更しています。

　この変更は、当連結会計年度より従

業員数の合計が300名を超過したた

め、年齢や勤務期間の偏りが解消され

退職給付債務の数理計算に用いられ

る基礎率の推定について一定の有効

性が確保されたため、原則法による計

算の結果に一定の高い水準の信頼性

が得られるものと判断されたことに

よるものです。

　この変更に伴い、当連結会計年度末

における退職給付債務について計算

した簡便法と原則法の差額140百万円

を特別損失に計上しています。

(Ｖ) 退職給付引当金

　当社においては従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額を、一部の海

外連結子会社においては、現地国の法

令に基づく当連結会計年度末要支給額

を計上しています。

　数理計算上の差異は、主として、各年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による定額

法により按分した額を発生の翌年度か

ら費用処理することとしています。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

による定額法により費用処理していま

す。

　 (ⅵ) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しています。

(ⅵ) 役員退職慰労引当金

──────

 

 

(追加情報)

　当社は役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上していましたが、2007年５月21

日開催の取締役会において役員退職

慰労金制度の廃止を決議するととも

に、2007年６月20日開催の定時株主総

会において役員退職慰労金制度廃止

日までの在任期間に応じた退職慰労

金を退任時に支給することを決議し

ています。

　その結果、役員退職慰労金制度廃止

日までの期間に対応する役員退職慰

労金相当額58百万円を固定負債その

他に計上しています。
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項目
前連結会計年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

　 (ⅶ) 入会促進引当金

──────

 

 

(ⅶ) 入会促進引当金

　入会促進を目的としたキャッシュ

バックキャンペーンによる将来の支出

に備えるため、当連結会計年度末以降

負担すると見込まれる額を計上してい

ます。

(追加情報)

　当社は、従来から入会促進を目的と

したキャッシュバックキャンペーン

を実施しています。従来は支出時に費

用処理してきましたが、入会から支出

が行われるまでの期間が長期化した

ことにより重要性が増したため、当連

結会計年度より、当連結会計年度末以

降負担すると見込まれる額を入会促

進引当金として計上することとしま

した。

　この結果、従来の方法によった場合

と比較して、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

133百万円減少しています。

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しています。なお、在外

子会社等の資産及び負債は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分及び為替換算

調整勘定に含めて計上しています。

同左

(5) 重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってい

ます。

同左

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

(ⅰ) 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっています。

(ⅰ) 消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しています。

同左

６　のれんの償却に関する事

項

　のれんの償却については、20年以内の合

理的な年数で償却しています。

同左

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価格の変動

について僅少なリスクしか負わない、取得

日から３ヵ月以内に満期が到来する短期

投資からなっています。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しています。なお、従来

の資本の部に相当する金額は30,937百万円です。

（企業結合に係る会計基準及び事業分離等に関する会計

基準）

　当連結会計年度より「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）を適用

しています。

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当連結会計年度より「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年

５月31日）を適用しています。これによる損益に与える

影響は軽微です。

 ──────

 

 

 

 

 

 

 

 ──────

 

 

 

 

 

 

──────
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において「連結調整勘定」及び無形固定

資産の「その他」に含まれる営業権（52百万円）につい

ては、当連結会計年度から「のれん」と表示しています。

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において営業外損益の「その他」に含め

ていました「為替差損益」は、営業外収益の100分の10を

超えたため、当連結会計年度より区分掲記しています。な

お、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に含まれる

「為替差益」の金額は7百万円です。

　前連結会計年度において営業外収益に区分掲記していま

した「事務受託手数料」（当連結会計年度は表示単位未

満の金額）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結

会計年度より営業外収益の「その他」に含めて表示して

います。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「連結調整勘定償却額」として掲記していたもの

は、当連結会計年度から「のれん償却額」と掲記していま

す。

──────

 

 

 

 

──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（2007年３月31日）

当連結会計年度
（2008年３月31日）

*1　関係会社に対するもの *1　関係会社に対するもの

投資有価証券（株式）        6,191百万円

　     

投資有価証券（株式） 7,397百万円

投資有価証券（社債）   1,100百万円

 2　保証債務  2　保証債務

従業員の銀行借入金に対する保証      19百万円 従業員の銀行借入金に対する保証      23百万円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

*1　固定資産臨時償却費はソフトウェア15百万円及び長期

前払費用2百万円によるものです。

*1　固定資産臨時償却費はソフトウェア79百万円及び長期

前払費用3百万円によるものです。

*2　個別財務諸表上関係会社株式等を減損処理したことに

より、のれん等の未償却残高を減損したものです。

*2　連結子会社において、のれんを一時償却したものです。

*3　本社移転関連費用は本社移転決定にともなう原状回復

費205百万円、固定資産臨時償却費65百万円（建物51

百万円、器具・備品14百万円）、及び仲介手数料30百

万円です。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 255,520 － － 255,520

合計 255,520 － － 255,520

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

(親会社)

ストックオプションとし

ての新株予約権
－ － － － － －

連結子会社

(ソネット・エム

スリー㈱)

ストックオプションと

しての新株予約権 
 － － － － － 0

合計 － － － － － 0

３．配当に関する事項

（1）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2007年５月10日

取締役会
普通株式 587 利益剰余金 2,300 2007年３月31日 2007年６月21日

当連結会計年度（自　2007年４月１日　至　2008年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 255,520 － － 255,520

合計 255,520 － － 255,520

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

(親会社)

ストックオプションとし

ての新株予約権 
－ － － － － 50
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区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

連結子会社

(ソネット・エム

スリー㈱)

ストックオプションと

しての新株予約権 
 － － － － － 3

合計 － － － － － 53

(注）１．提出会社のストックオプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 　　２．連結子会社のストックオプションとしての新株予約権の一部は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　

３．配当に関する事項

      (1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2007年５月10日

取締役会
普通株式 587 2,300 2007年３月31日 2007年６月21日

2007年10月25日

取締役会
普通株式 293 1,150 2007年９月30日 2007年12月３日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2008年４月24日

取締役会
普通株式 472 利益剰余金 1,850 2008年３月31日 2008年６月４日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

*1　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

*1　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（2007年３月31日現在） （2008年３月31日現在）

現金及び預金勘定    19,898百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 　△6,332百万円

現金及び現金同等物    13,565百万円

現金及び預金勘定    18,368百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 　　△283百万円

現金及び現金同等物    18,084百万円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　

取得価額
相当額
（百万
円）

減価償却
累計額相
当額
（百万
円）

減損損失
累計額相
当額
（百万
円）

期末残高
相当額
（百万
円）

器具・備品 2,292 1,462 9 820

ソフトウェア 1,399 773 220 405

合計 3,691 2,236 229 1,225

　
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

減損損失
累計額相
当額
（百万
円）

期末残高
相当額
（百万
円）

器具・備品 1,148 793 － 355

ソフトウェア 706 565 80 61

合計 1,855 1,358 80 416

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 (2) 未経過リース料期末残高相当額等

１年内        666百万円

１年超       772百万円

　合計      1,438百万円
　  

リース資産減損勘定の残高        229百万円

１年内       353百万円

１年超        160百万円

　合計        513百万円
　  

リース資産減損勘定の残高        80百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額

支払リース料       990百万円

リース資産減損勘定の取崩額        200百万円

減価償却費相当額        937百万円

支払利息相当額       44百万円

支払リース料        560百万円

リース資産減損勘定の取崩額        101百万円

減価償却費相当額        531百万円

支払利息相当額         20百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。

同左

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっています。

同左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内    0百万円

１年超    －百万円

　合計      0百万円

１年内     4百万円

１年超    　1百万円

　合計       6百万円
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（有価証券関係）

前連結会計年度（2007年３月31日現在）

有価証券

１　売買目的有価証券

該当事項はありません。

２　満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

３　その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 46 230 184

小計 46 230 184

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 1,064 1,035 △29

小計 1,064 1,035 △29

合計 1,111 1,265 154

４　当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券

該当事項はありません。

５　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

51 41 －

６　時価評価されていない有価証券の主な内容

保有目的 内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券
市場価格のない株式 709

投資事業有限責任組合 125

合計 835

当連結会計年度（2008年３月31日現在）

有価証券

１　売買目的有価証券

該当事項はありません。

２　満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

３　その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 86 272 185

小計 86 272 185

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 1,832 1,332 △500

小計 1,832 1,332 △500

合計 1,919 1,605 △314
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４　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

189 133 1

５　時価評価されていない有価証券の主な内容

保有目的 内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券
市場価格のない株式 787

投資事業有限責任組合 203

合計 990

６　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

　債券     

社債 － 1,200 － －

合計 － 1,200 － －

（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度（自2006年４月１日　至2007年３月31日）及び当連結会計年度（自2007年４月１日　至2008年３
月31日）
　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、当社で退職一時金制度を設けており、一部の海外連結子会社で現地国の法令に基づく退職一時金

制度を採用しています。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

２．退職給付債務に関する事項

  前連結会計年度
（2007年３月31日）

当連結会計年度
（2008年３月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △280 △397  

(2）年金資産（百万円） － 8  

(3）未積立退職給付債務(1）＋(2）（百万円） △280 △389  

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） － △101  

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額）（百万円） － 32  

(6）連結貸借対照表計上額純額(3）＋(4）＋(5)（百万円） △280 △458  

(7）前払年金費用（百万円） － －  

(8）退職給付引当金(6）－(7）（百万円） △280 △458  

前連結会計年度
（2007年３月31日）

当連結会計年度
（2008年３月31日）

（注）　　　　　　　　────── （注）　　一部の海外連結子会社は、退職給付債務の算定に当

たり簡便法を採用しています。

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

退職給付費用（百万円） 169 183

(1）勤務費用（百万円） 29 174

(2）簡便法から原則法への変更による費用処理額
 　（百万円）

140 －

(3）利息費用（百万円） － 5

(4）期待運用収益（減算）（百万円） － △0

(5）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） － 0

(6）過去勤務債務の費用処理額（百万円） － 3

前連結会計年度
（2007年３月31日）

当連結会計年度
（2008年３月31日）

（注）　　当社は、当連結会計年度末から退職給付債務の計算

を簡便法から原則法に変更しています。したがって、

「(1)勤務費用」は、簡便法により計算されたもので

あります。

　当連結会計年度末における退職給付債務について

計算した簡便法と原則法の差額を「(2)簡便法から

原則法への変更による費用処理額」に計上していま

す。

（注）　　当社は、当連結会計年度から退職金制度を最終給与

比例制度からポイント制度に変更しています。した

がって、「(6)過去勤務債務の費用処理額」は当該制

度変更を行ったことにより生じたものであります。

　※１　簡便法を採用している一部の海外連結子会

　　　　社の退職給付費用は「（1）勤務費用」に

　　　　計上しています。

　※２　上記「（1）勤務費用」には、転籍に伴う

　　　　特別加算金76百万円が含まれています。

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度
（2007年３月31日）

当連結会計年度
（2008年３月31日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 当社　　　　　　ポイント基準

　 　 海外連結子会社　期間定額基準

(2）割引率（％） 1.8 当社　　　　　　1.7
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前連結会計年度
（2007年３月31日）

当連結会計年度
（2008年３月31日）

　 　 海外連結子会社　2.75

(3）期待運用収益率（％） － 当社　　　　　　 －

　 　 海外連結子会社　2.75

(4）過去勤務債務の額の処理年数（年） － ８

 － （発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による定額

法により費用処理しています。）

(5）数理計算上の差異の処理年数（年） ７ ７～26

 － （主として各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による定額

法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理

することとしています。）
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　　　販売費及び一般管理費　その他　0百万円

　

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

　　ソネット・エムスリー㈱

　 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数

同社取締役　　 　　　３名

同社子会社取締役　　 ２名

同社監査役　　 　　　１名

同社使用人　　　　 　20名
同社子会社取締役　　 １名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　9,600株 普通株式　　　　　　396株 普通株式　　　　　　342株

 付与日 2004年６月11日 2004年11月２日 2005年２月21日

権利確定条件

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

対象勤務期間
2004年６月11日

～2006年６月30日

2004年11月２日

～2006年11月10日

2005年２月21日

～2007年２月20日

権利行使期間

2006年７月１日

～2014年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

2006年11月11日

～2014年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

2007年２月21日

～2014年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

　 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数
同社使用人　　　　　 ８名

同社取締役　　 　　　１名

同社使用人　　　　 　１名
同社使用人　　　　　 ２名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式 　　　　　 96株 普通株式　　　　　　 12株 普通株式　　　　　　 ８株

 付与日 2005年５月13日 2005年８月29日 2005年11月21日

権利確定条件

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

対象勤務期間
2005年５月13日

～2007年５月12日

2005年８月29日

～2007年８月28日

2005年11月21日

～2007年11月20日

権利行使期間

2007年５月13日

～2014年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

2007年８月29日

～2015年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

2007年11月21日

～2015年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

　 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数

同社取締役　　　　 　４名

同社使用人　　　　　 32名

同社子会社取締役 　　１名

同社使用人　　　　 　５名

同社子会社取締役　　 １名

同社使用人　　　　　 １名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　　920株 普通株式　　　　　　 90株 普通株式　　　　　　 44株
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　 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権

 付与日 2006年３月22日 2006年４月24日 2007年１月26日

権利確定条件

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

対象勤務期間
2006年３月22日

～2008年３月21日

2006年４月24日

～2008年４月23日

2007年１月26日

～2009年１月24日

権利行使期間

2008年３月22日

～2015年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

2008年４月24日

～2015年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

2009年１月25日

～2016年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

　　㈱ゼータ・ブリッジ 

　 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

付与対象者の区分及び人

数

同社取締役　　　　　 １名

同社使用人　　　　　 ５名

同社使用人　　　　　 １名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　　900株 普通株式　　　　　　 30株

 付与日 2006年４月28日 2006年９月29日

権利確定条件 該当事項はありません。 該当事項はありません。

対象勤務期間 該当事項はありません。 該当事項はありません。

権利行使期間
2008年３月22日

～2016年３月21日

2008年３月22日

～2016年３月21日

権利行使条件

①権利行使時において、同社

もしくは同社の子会社等の

役員又は使用人のいずれの

地位を有していること。た

だし任期満了による退任又

は定年退職その他正当な理

由がある場合は、この限り

ではありません。

②権利行使期間中で、且つ同

社が株式上場もしくは公開

している場合に権利を行使

できます。

③行使日の前日の証券取引所

における同社株式の終値が

１株あたりの行使金額を上

回る場合に権利を行使でき

ます。

④一暦年間に割当を受けた新

株予約権総数の１/３を超え

ない株数の権利を行使でき

るものとします。

⑤新株予約権の譲渡・質入そ

の他の処分は認めません。

①権利行使時において、同社

もしくは同社の子会社等の

役員又は使用人のいずれの

地位を有していること。た

だし任期満了による退任又

は定年退職その他正当な理

由がある場合は、この限り

ではありません。

②権利行使期間中で、且つ同

社が株式上場もしくは公開

している場合に権利を行使

できます。

③行使日の前日の証券取引所

における同社株式の終値が

１株あたりの行使金額を上

回る場合に権利を行使でき

ます。

④一暦年間に割当を受けた新

株予約権総数の１/３を超え

ない株数の権利を行使でき

るものとします。

⑤新株予約権の譲渡・質入そ

の他の処分は認めません。

 （注）株式数に換算して記載しています。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（2007年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しています。

　

①　ストック・オプションの数

　　　ソネット・エムスリー㈱

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

権利確定前　　　　　　（株）      

前連結会計年度末 9,042 330 342 90 12

付与 － － － － －

失効 － 12 － － 4

権利確定 2,874 150 24 － －

未確定残 6,168 168 318 90 8

権利確定後　　　　　　（株）      

前連結会計年度末 － － － － －

権利確定 2,874 150 24 － －

権利行使 840 － － － －

失効 － － － － －

未行使残 2,034 150 24 － －

 
第６回
新株予約権

第７回
新株予約権

第８回
新株予約権

第９回
新株予約権

権利確定前　　　　　　（株）     

前連結会計年度末 8 920 － －

付与 － － 90 44

失効 － 54 － －

権利確定 － － － －

未確定残 8 866 90 44

権利確定後　　　　　　（株）     

前連結会計年度末 － － － －

権利確定 － － － －

権利行使 － － － －

失効 － － － －

未行使残 － － － －

　　　㈱ゼータ・ブリッジ 

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

権利確定前　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 － －

付与 900 30
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第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

失効 － －

権利確定 － －

未確定残 900 30

権利確定後　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 － －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

未行使残 － －

②　単価情報

　　　ソネット・エムスリー㈱

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 35,567 172,942 190,202 408,500 378,325

行使時平均株価　　　　　（円） 441,350 － － － －

付与日における公正な評価単価

（円）
－ － － － －

 
第６回
新株予約権

第７回
新株予約権

第８回
新株予約権

第９回
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 490,000 561,150 547,546 455,000

行使時平均株価　　　　　（円） － － － －

付与日における公正な評価単価

（円）
－ － － 237,818

　

　　　㈱ゼータ・ブリッジ 

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 50,000 50,000

行使時平均株価　　　　　（円） － －

付与日における公正な評価単価

（円）
－ 0

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された第９回新株予約権の公正な評価単価の見積方法は以下のとおりです。

 　　　　 

ソネット・エムスリー㈱

 　　　　 ①使用した評価技法　　　　ブラック・ショールズ・モデル

 　　　　 ②主な基礎数値及び見積方法

　 第９回新株予約権

 株価変動性  (注１) 63.8％ 

 予想残存期間  (注２) 4.7年 

 予想配当  (注３) － 

 無リスク利子率  (注４) 1.18％ 
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(注)　１　同社株式は2004年９月15日以前は非上場であり店頭登録もしていなかったため、2004年９月16日か

ら2007年１月26日の株価実績に基づき算定しています。

２　算定時点から権利行使期間の中間点までの期間と推定しています。

３　過去に配当実績がないため、配当率は０としています。

４　予想残存期間を考慮し、５年もの国債の利回りを利用しています。

　

㈱ゼータ・ブリッジ 

　2006年度に付与したストック・オプションについて、未公開企業であるため公正な評価単価を本源的価値に

より算定しています。なお、本源的価値は以下のとおりです。

 　　　　 ①株式の評価額　　2007年３月31日時点の１株当たり純資産額による評価額　　　０円

 　　　　 ②新株予約権の行使時の払込金額　　　50,000円

 　　　　 　付与時点で算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額を下回っているため単位当たりの

　　　　　本源的価値はゼロとしています。

　

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 　 将来の失効数の合理的な見積りは、退職等により勤務条件を満たさない可能性を見積るのが現状困難であ

るため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。

当連結会計年度（自　2007年４月１日　至　2008年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　　　販売費及び一般管理費　その他　52百万円

　

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

　　ソネットエンタテインメント㈱

　 第１回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数
同社取締役　　 　　　５名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　　110株

 付与日 2007年12月６日

権利確定条件
権利確定条件への定めは付さ

れていません。

対象勤務期間
対象勤務期間への定めは付さ

れていません。

権利行使期間

2007年12月７日

～2037年12月６日

新株予約権は、新株予約権者

が当社の取締役の地位を喪失

後、１年を経過した場合に限

り行使することができる。

　　ソネット・エムスリー㈱

　 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数

同社取締役　　 　　　３名

同社子会社取締役　　 ２名

同社監査役　　 　　　１名

同社使用人　　　　 　20名
同社子会社取締役　　 １名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　9,600株 普通株式　　　　　　396株 普通株式　　　　　　342株

 付与日 2004年６月11日 2004年11月２日 2005年２月21日

権利確定条件

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。
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　 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

対象勤務期間
2004年６月11日

～2006年６月30日

2004年11月２日

～2006年11月10日

2005年２月21日

～2007年２月20日

権利行使期間

2006年７月１日

～2014年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

2006年11月11日

～2014年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

2007年２月21日

～2014年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

　 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数
同社使用人　　　　　 ８名

同社取締役　　 　　　１名

同社使用人　　　　 　１名
同社使用人　　　　　 ２名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式 　　　　　 96株 普通株式　　　　　　 12株 普通株式　　　　　　 ８株

 付与日 2005年５月13日 2005年８月29日 2005年11月21日

権利確定条件

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

対象勤務期間
2005年５月13日

～2007年５月12日

2005年８月29日

～2007年８月28日

2005年11月21日

～2007年11月20日

権利行使期間

2007年５月13日

～2014年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

2007年８月29日

～2015年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

2007年11月21日

～2015年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

　 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数

同社取締役　　　　 　４名

同社使用人　　　　　 32名

同社子会社取締役 　　１名

同社使用人　　　　 　５名

同社子会社取締役　　 １名

同社使用人　　　　　 １名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　　920株 普通株式　　　　　　 90株 普通株式　　　　　　 44株

 付与日 2006年３月22日 2006年４月24日 2007年１月26日

権利確定条件

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

対象勤務期間
2006年３月22日

～2008年３月21日

2006年４月24日

～2008年４月23日

2007年１月26日

～2009年１月24日

権利行使期間

2008年３月22日

～2015年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

2008年４月24日

～2015年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

2009年１月25日

～2016年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

 （注）株式数に換算して記載しています。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（2008年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しています。

　

①　ストック・オプションの数

　　　ソネットエンタテインメント㈱

 
第１回
新株予約権

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

付与 110

失効 －

権利確定 110

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 110

権利行使 －

失効 －

未行使残 110

　　　ソネット・エムスリー㈱

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

権利確定前　　　　　　（株）      

前連結会計年度末 6,168 168 318 90 8

付与 － － － － －

失効 1,260 18 － 20 －

権利確定 2,868 96 24 30 4

未確定残 2,040 54 294 40 4

権利確定後　　　　　　（株）      

前連結会計年度末 2,034 150 24 － －

権利確定 2,868 96 24 30 4

権利行使 3,246 36 － 6 －

失効 － 6 － 2 －

未行使残 1,656 204 48 22 4

 
第６回
新株予約権

第７回
新株予約権

第８回
新株予約権

第９回
新株予約権

権利確定前　　　　　　（株）     

前連結会計年度末 8 866 90 44

付与 － － － －
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第６回
新株予約権

第７回
新株予約権

第８回
新株予約権

第９回
新株予約権

失効 － 220 24 10

権利確定 4 230 － －

未確定残 4 416 66 34

権利確定後　　　　　　（株）     

前連結会計年度末 － － － －

権利確定 4 230 － －

権利行使 － － － －

失効 － － － －

未行使残 4 230 － －

②　単価情報

　　　ソネットエンタテインメント㈱

 
第１回
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 1

行使時平均株価　　　　　（円） －

付与日における公正な評価単価

（円）
454,731

　　　ソネット・エムスリー㈱

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 35,567 172,942 190,202 408,500 378,325

行使時平均株価　　　　　（円） 351,379 426,333 － 465,000 －

付与日における公正な評価単価

（円）
－ － － － －

 
第６回
新株予約権

第７回
新株予約権

第８回
新株予約権

第９回
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 490,000 561,150 547,546 455,000

行使時平均株価　　　　　（円） － － － －

付与日における公正な評価単価

（円）
－ － － 237,818

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された新株予約権の公正な評価単価の見積方法は以下のとおりです。

 　　　　 

ソネットエンタテインメント㈱

 　　　　 ①使用した評価技法　　　　ブラック・ショールズ・モデル

 　　　　 ②主な基礎数値及び見積方法

　 第１回新株予約権

 株価変動性  (注１) 57.49％ 

 予想残存期間  (注２) 6.3年 

 予想配当  (注３) 2,300円／株 

 無リスク利子率  (注４) 1.099％ 

(注)　１　当社は2005年12月20日に東京証券取引所マザーズに上場したため、2005年12月20日から2007年12月
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６日の株価実績に基づき算定しています。

２　付与対象取締役の現在の年齢から60歳までの中間点までの期間の平均5.3年を算出し、これに権

　　利行使条件で定める1年を加算した6.3年を予想残存期間としています。

３　2007年３月期の配当実績によっています。

４　予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りを利用しています。

　

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 　 将来の失効数の合理的な見積りは、退職等により勤務条件を満たさない可能性を見積るのが現状困難であ

るため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

 72/113



（企業結合等関係）

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

パーチェス法適用関係 

１　企業結合の概要

被取得企業の名称 MDLinx, Inc.

被所得企業の事業の内容 医療従事者向けウェブサイトの運営

企業結合を行った主な理由 米国における事業展開のため

企業結合日 2006年６月１日

企業結合の法的形式 当社子会社So-net M3 USA Corporationによる株式取得

結合後企業の名称 MDLinx, Inc.

取得した議決権比率 100.0％

　 （注）　当社が議決権の58.7％を保有するソネット・エムスリー㈱の100％子

会社So-net M3 USA Corporationによる間接所有です。

２　連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

自　2006年６月１日　至　2007年３月31日

３　被取得企業の取得原価及びその内訳

被取得企業の取得原価 1,009百万円 　

取得原価の内訳 株式取得費用 980百万円

　 株式取得に直接要した支出額（デューデリジェンス費用等） 28百万円

　 （注）　全て現金で支出しています。 　

４　発生したのれんの金額等

のれんの金額 818百万円

発生原因 MDLinx, Inc.の今後の事業展開によって期待される将来の収益力及びその基

盤となるMDLinx, Inc.の運営するサイトに登録している会員価値に関連して

発生したもの。

償却方法及び償却期間 のれんの償却については20年間で均等償却しています。

５　企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 323百万円

固定資産 73百万円

資産計 397百万円

流動負債 206百万円

負債計 206百万円

６　当該企業結合が連結会計年度の当期首に完了したと仮定したときの当連結会計年度の売上高等の概算額

売上高 48,128百万円

営業利益 3,172百万円

経常利益 3,062百万円

当期純利益 2,107百万円

（注）１　なお、上記金額にはオーナーシップの変更に伴って発生した一時的な費用（167百万円）が

含まれています。

２　上記情報は必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆するものではありません。また、実際に

出資が期首時点に行われた場合の連結会社の経営成績を示すものではありません。

３　上記概算額の注記は、監査証明を受けていません。

当連結会計年度（自　2007年４月１日　至　2008年３月31日）

パーチェス法適用関係 

１　企業結合の概要

被取得企業の名称 Sony Network Taiwan Ltd.（現 So-net Entertainment Taiwan Ltd.）

被所得企業の事業の内容 インターネット接続サービス

企業結合を行った主な理由 台湾における事業展開を図るため

企業結合日 2007年８月22日
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企業結合の法的形式

Sony Taiwan Ltd.より、保有株式の一部、38,863,580株（発行済株式総数の

34.4％）を、Sony Holding(Asia)B.V.より、保有株式の全部、30,932,600株（同

27.4％）を取得しています。

結合後企業の名称 So-net Entertainment Taiwan Ltd.

取得した議決権比率 67.0％（従前の議決権比率　5.2％）

２　連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

自　2007年９月１日　至　2008年３月31日

３　被取得企業の取得原価及びその内訳

被取得企業の取得原価 59百万円 　

取得原価の内訳 株式取得費用（Sony Holding(Asia)B.V. ） 25百万円

　 株式取得費用（Sony Taiwan Ltd.） 31百万円　

　 株式取得に直接要した支出額（デューデリジェンス費用等） 2百万円

　 （注）　全て現金で支出しています。 　

４　発生したのれんの金額等

のれんの金額 0百万円

発生原因 被取得企業の取得原価が、取得した資産及び引受けた負債に配分された純額

を超過したため。

償却方法及び償却期間 のれんの金額が重要性に乏しいため費用処理しています。

５　企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 554百万円

固定資産 229百万円

資産計 783百万円

流動負債 678百万円

固定負債 17百万円

負債計 696百万円

６　当該企業結合が連結会計年度の当期首に完了したと仮定したときの当連結会計年度の売上高等の概算額

売上高 54,998百万円

営業利益 5,804百万円

経常利益 6,710百万円

当期純利益 3,206百万円

（注）１　上記情報は必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆するものではありません。また、実際に

出資が期首時点に行われた場合の連結会社の経営成績を示すものではありません。

２　企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の売上高及び損益情報を

算定しています。

３　上記概算額の注記は、監査証明を受けていません。

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

 74/113



（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円） （単位：百万円）

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 926

投資有価証券評価損 446

関係会社株式評価損 737

貸倒引当金 130

ポイント引当金 115

賞与引当金 92

未払事業税 122

その他 620

繰延税金資産小計 3,192

評価性引当金 △1,448

繰延税金資産合計 1,743

繰延税金負債  

投資価額修正 △273

持分法適用会社留保利益 △181

その他 △75

繰延税金負債合計 △530

繰延税金資産の純額 1,212

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 590

投資有価証券評価損 410

関係会社株式評価損 85

貸倒引当金 161

ポイント引当金 132

賞与引当金 93

退職給付引当金 177

未払事業税 119

その他 623

繰延税金資産小計 2,394

評価性引当金 △1,198

繰延税金資産合計 1,195

繰延税金負債  

持分法適用会社留保利益 △433

有価証券評価差額金 △68

繰延税金負債合計 △501

繰延税金資産の純額 693

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれています。

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれています。

流動資産－繰延税金資産      652百万円

固定資産－繰延税金資産    628百万円

固定負債－繰延税金負債 　△68百万円

流動資産－繰延税金資産    558百万円

固定資産－繰延税金資産      135百万円

固定負債－繰延税金負債 　　0百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 (単位：％)

法定実効税率 40.7

（調整）  

評価性引当金の減少 △28.2

のれん償却 4.3

関係会社株式売却益の修正 1.0

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3

持分法適用会社留保利益 2.4

持分法関係 3.5

未実現利益消去に係る税効果調整差異 0.5

IT促進税制にかかる税額控除 △1.9

その他 2.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.5

　  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しています。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

　当社グループは、ネットワークサービス関連事業に特化しているため単一のセグメントしかありませんので、記

載を省略しています。

当連結会計年度（自　2007年４月１日　至　2008年３月31日）

 
 

接続事業
（百万円）

ポータル事業
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高
38,480 15,390 135 54,006 － 54,006

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
93 28 － 121 △121 －

計 38,573 15,418 135 54,127 △121 54,006

営業費用 33,560 12,087 144 45,791 2,406 48,198

営業利益 5,012 3,331 △8 8,335 △2,528 5,807

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出
      

資産 9,922 21,789 275 31,987 14,731 46,719

減価償却費 632 564 1 1,197 106 1,303

資本的支出 501 619 11 1,132 382 1,515

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業は、サービスの特性及び市場の類似性を考慮して区分しています。

２．事業区分の内容

事業区分 主要サービス

接続事業 ナローバンド、ブロードバンド接続サービスの提供

ポータル事業

コンテンツ提供、法人向けソリューションサービス、インターネット

広告、商品販売、ライセンスビジネス、サービスプラットフォームの

企画・運営等

その他 接続事業及びポータル事業以外のもの

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,528百万円であり、主に親会社

　　の人事・経理等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、14,731百万円であり、その主なものは、

　　現金及び預金、投資有価証券、管理部門に係る資産等であります。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれています。

６．事業区分の変更

　　従来、事業の種類別セグメントの区分については、ネットワーク関連事業に特化していたため単一のセグ

　　メントしかありませんでしたが、近年のブロードバンド市場の拡大による環境の変化が予想されること、

　　コンテンツ等の情報サービスの拡大等に伴い、当社グループの事業の実態をより適切に反映させるた

　　め、当連結会計年度よりサービスの特性及び市場の類似性を考慮した「接続事業」「ポータル事業」

　　「その他」の区分に変更いたしました。この区分は、従来より「分野別売上高概況」で区分してきたもの

　　であります。

　　　なお、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分

　　すると次のようになります。
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前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

 
 

接続事業
（百万円）

ポータル事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上

高
32,387 15,679 48,066 － 48,066

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
9 29 38 △38 －

計 32,396 15,709 48,105 △38 48,066

営業費用 28,771 13,964 42,735 1,991 44,727

営業利益 3,625 1,744 5,369 △2,030 3,338

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出
     

資産 6,063 18,703 24,767 18,380 43,147

減価償却費 453 505 958 72 1,030

資本的支出 1,147 992 2,139 183 2,323

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

当連結会計年度（自　2007年４月１日　至　2008年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しています。

【海外売上高】

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

当連結会計年度（自　2007年４月１日　至　2008年３月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しています。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

１　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金

(百万円)

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社 ソニー㈱
東京都

港区
626,907 製造業

(被所有)

直接 45.6

間接 12.6

　兼任

１名　

サーバ・ハ

ウジング

サービス、

特許権実施

使用許諾、

商標権実施

使用許諾

（注４）、

出向者の受

入等

ロイヤル

ティの支払

(注１)

191 未払費用 12

出向者給与

の支払

(注２)

616 未払費用 58

商標権譲受

(注３)
775 － －

　（注）　取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１　ロイヤルティの料率については、ソニー㈱からの条件提示を基に、交渉の上締結した契約に基づいています。

　　　　２　ソニー㈱との間の出向に関する覚書に基づき、ソニー㈱で発生した実費を支払っています。

　　　　３　ソニー(株)が保有していた当社商標「So-net」、「Smash」を第三者機関が算定した価額に基づき、ソニー㈱と交渉

した結果、当社が譲受けました。

４　従来、ソニー(株)との間で商標使用許諾契約を締結していましたが、2006年10月に当該商標を買い取ったため、

2007年3月31日現在において当該取引はありません。

２　兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社

の子会

社

㈱ソニー

ファイナ

ンスイン

ターナ

ショナル

東京都

港区
4,867

総合リー

ス業

(被所有)

直接 12.6

兼任

１名

カード支

払時等の

債権回収

代行及び

債権譲

渡、器具

・備品等

のリース

等

債権回収代

行、債権譲

渡(注１)

36,500 売掛金 3,854

支払手数料

(注１)
1,214 － －

設備等の

リース取引

(注２)

770 未払費用 0

　（注）　取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１　手数料の料率については、市場価格を勘案し、㈱ソニーファイナンスインターナショナルからの条件提示を基

に、毎期交渉の上、決定しています。

２　リース取引については、㈱ソニーファイナンスインターナショナルの大口顧客と同様の条件によっています。

当連結会計年度（自　2007年４月１日　至　2008年３月31日）

１　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金

(百万円)

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社 ソニー㈱
東京都

港区
630,575 製造業

(被所有)

直接 45.6

間接 12.6

　－

　

サーバ・ハ

ウジング

サービス、

特許権実施

使用許諾、

出向者の受

入等

ロイヤル

ティの支払

(注１)

82 未払費用 12

出向者給与

の支払

(注２)

249 未払費用 －
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　（注）　取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１　ロイヤルティの料率については、ソニー㈱からの条件提示を基に、交渉の上締結した契約に基づいています。

　　　　２　ソニー㈱との間の出向に関する覚書に基づき、ソニー㈱で発生した実費を支払っています。

　

２　兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社

の子会

社

㈱ソニー

ファイナ

ンスイン

ターナ

ショナル

東京都

港区
4,867

総合リー

ス業

(被所有)

直接 12.6

兼任

１名

カード支

払時等の

債権回収

代行及び

債権譲

渡、器具

・備品等

のリース

等

債権回収代

行、債権譲

渡(注１)

8,905 売掛金 1,381

支払手数料

(注１)
403 － －

設備等の

リース取引

(注２)

549 未払費用 16

親会社

の子会

社

㈱スマー

トリンク

ネット

ワーク

東京都

港区
488

クレジッ

トカード

決済業

(被所有)

－

兼任

１名

カード支

払時等の

債権回収

代行及び

債権譲渡

等

債権回収代

行、債権譲

渡(注１)

31,409 売掛金 5,350

支払手数料

(注１)
928 － －

　（注）　取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１　手数料の料率については、市場価格を勘案し、㈱ソニーファイナンスインターナショナル又は㈱スマートリン

クネットワークからの条件提示をもとに、毎期交渉の上、決定しています。

２　リース取引については、㈱ソニーファイナンスインターナショナルの大口顧客と同様の条件によっています。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

１株当たり純資産額 121,075円　56銭 129,265円  85銭

１株当たり当期純利益金額 8,644円　70銭     12,555円　13銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 8,512円　65銭    12,442円　25銭

　

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前連結会計年度

(自　2006年４月１日
至　2007年３月31日)

当連結会計年度
(自　2007年４月１日
至　2008年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 2,208 3,208

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,208 3,208

普通株式の期中平均株式数（株） 255,520 255,520
　   

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） 33 28

　（うち関係会社の潜在株式調整額） ( 　33) ( 　28)

普通株式増加数（株） － 35

（うち新株予約権） ( 　－) (  　35)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

──────

　

　

①連結子会社

　ソネット・エムスリー㈱

　新株予約権６種類

（新株予約権の数1,106株）

②持分法適用会社

　㈱ゲームポット

　新株予約権１種類

（新株予約権の数765株）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

重要な子会社の株式売却

 当社は、2007年3月8日の取締役会において、連結子会社で

あるスカイゲート㈱株式のすべてを、持分法適用関連会社

である㈱ディー・エヌ・エーに売却する基本合意を決議

し、2007年4月25日に売却を実行しました。

売却の理由 スカイゲート㈱は、海外航空券販売を

中心に、順調に売上を伸ばしてまいり

ましたが、昨今の旅行業界並びにオン

ライン予約市場における競争環境の

一層の激化に伴い、グループ経営の最

適化の観点から、より集客を見込める

㈱ディー・エヌ・エーに譲渡するこ

とといたしました。   

当該子会社の

事業内容

インターネットを利用した航空チ

ケットを中心とする旅行商品の販売、

旅行に関連する情報提供

売却する株式

の数

44,000株

売却価額 100百万円

売却損益 翌連結会計年度に与える影響は軽微

であります。

株式取得による会社の買収

 当社は、2008年２月28日開催の取締役会において、持分法

適用関連会社である㈱ゲームポット（以下「対象者」）

の株式及び新株予約権に対する公開買付けの開始を決議

し、2008年２月29日から本公開買付けを実施していました

が、2008年４月11日をもって本公開買付けが終了いたしま

した。この結果、2008年４月21日付で関連会社である㈱

ゲームポットの普通株式67,502株（総議決権に占める割合

72.82％）を取得し、当社の連結子会社となっています。

 

株式取得による

会社の買収の旨

及び目的

  当社及び対象者は、資本提携以降、

当社が保有するキャラクター資産及

び対象者の有するオンラインゲーム

の企画・運営ノウハウとを融合させ

た新しいオンラインゲームの企画・

開発等に関し、様々な協業の検討を重

ねてまいりましたが、対象者が継続的

にその事業を成長させるためには、当

社が対象者を完全子会社化した上で、

当社グループが対象者に対して更に

経営資源を投入し、両者のシナジーを

最大限に発揮することが必要である

という結論に達しました。当社は、か

かる完全子会社化により、中長期的な

視点から、必要な決定を迅速かつ効率

的に行うことのできる体制が構築さ

れ、対象者の企業価値を向上させるこ

とができるものと考えています。

 

買収した会社の

名称

㈱ゲームポット

 

買収した会社の

事業内容

オンラインゲームの企画・配信・運

営及びモバイルコンテンツの開発・

企画・配信・運営

 

買収した会社の

規模

売上高　　　　　　　　3,745百万円

売上総利益　　　　　　1,694百万円

営業利益　　　　　　　　810百万円

経常利益　　　　　　　　800百万円

当期純利益　　　　　　　465百万円

総資産　　　　　　　　4,795百万円

純資産　　　　　　　　2,764百万円

（2007年12月期連結）

 

 

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

 81/113



前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当連結会計年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

 株式取得の時期 2008年４月21日

 

取得した株式の

数

67,502株

取得価額 7,425百万円

 

取得後の持分比

率

97.85％

 （取得前　25.03％）　

 

支払資金の調達 　買付けはすべて手許現金にて行って

います。 

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

　該当事項はありません。

（２）【その他】

該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　 　
前事業年度

(2007年３月31日)
当事業年度

(2008年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  14,476   10,742  

２　受取手形 　  1   2  

３　売掛金 　  4,643   8,116  

４　商品 　  114   17  

５　番組勘定 　  62   38  

６　仕掛品 　  8   35  

７　貯蔵品 　  3   15  

８　前払費用 　  321   370  

９　繰延税金資産 　  465   325  

10　短期貸付金   73   12  

11　未収入金 　  287   526  

12　その他 　  4   112  

13　貸倒引当金 　  △77   △36  

流動資産合計 　  20,384 61.4  20,278 61.1

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

(1)　建物 　 172   247   

減価償却累計額 　 155 16  19 227  

(2)　器具・備品 　 847   1,078   

減価償却累計額 　 456 390  426 651  

有形固定資産合計 　  407 1.2  879 2.6
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前事業年度

(2007年３月31日)
当事業年度

(2008年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

２ 無形固定資産 　       

(1)　のれん 　  236   157  

(2)　特許権 　  4   2  

(3)　商標権 　  747   670  

(4)　ソフトウェア 　  1,953   1,609  

(5)　ソフトウェア仮勘定 　  151   249  

(6)　電話加入権 　  0   0  

無形固定資産合計 　  3,093 9.3  2,689 8.1

３ 投資その他の資産 　       

(1)　投資有価証券 　  1,180   1,295  

(2)　関係会社株式 　  4,961   4,026  

(3)　関係会社社債 　  1,100   1,100  

(4)　その他の関係会社
　　 有価証券

　  －   1,588  

(5)　長期貸付金 　  23   263  

(6)　関係会社長期貸付金 　  430   180  

(7)　長期前払費用 　  54   31  

(8)　繰延税金資産 　  773   509  

(9)　敷金・保証金 　  1,047   614  

(10)　その他 　  14   －  

(11)　貸倒引当金 　  △259   △251  

　投資その他の資産合計 　  9,325 28.1  9,357 28.2

固定資産合計 　  12,827 38.6  12,926 38.9

資産合計 　  33,212 100.0  33,204 100.0
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前事業年度

(2007年３月31日)
当事業年度

(2008年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　買掛金 　  3,526   3,724  

２　未払金 　  216   165  

３　未払費用 　  1,949   1,687  

４　未払法人税等 　  513   49  

５　未払消費税等 　  13   152  

６　前受金 　  26   93  

７　預り金 　  54   56  

８　賞与引当金 　  199   175  

９　ポイント引当金 　  41   51  

10　入会促進引当金 　  －   133  

11　その他の引当金 　  －   7  

12　その他 　  76   84  

流動負債合計 　  6,618 19.9  6,380 19.2

Ⅱ　固定負債 　       

１　退職給付引当金 　  272   435  

２　役員退職慰労引当金 　  51   －  

３　その他 　  404   285  

固定負債合計 　  728 2.2  720 2.2

負債合計 　  7,346 22.1  7,101 21.4

　 　       

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  7,965 24.0  7,965 24.0

２　資本剰余金 　       

(1)　資本準備金 　 8,463   8,463   

資本剰余金合計 　  8,463 25.5  8,463 25.5

３　利益剰余金 　       

(1)　その他利益剰余金 　       

繰越利益剰余金 　 9,453   9,906   

利益剰余金合計 　  9,453 28.4  9,906 29.8

株主資本合計 　  25,882 77.9  26,335 79.3

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券評価差額
金

　  △16 △0.0  △282 △0.9

評価・換算差額等合計 　  △16 △0.0  △282 △0.9

Ⅲ　新株予約権 　  －   50 0.2

純資産合計 　  25,865 77.9  26,103 78.6

負債純資産合計 　  33,212 100.0  33,204 100.0
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②【損益計算書】

　 　
前事業年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　       

１　事業収入 　 38,884   44,122   

２　商品売上 　 1,442 40,327 100.0 995 45,118 100.0

Ⅱ　売上原価 　       

１　事業原価 　 23,545   27,761   

２　商品売上原価 　 1,084 24,629 61.1 797 28,558 63.3

売上総利益 　  15,697 38.9  16,559 36.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　       

１　広告宣伝費 　 1,344   895   

２　販売促進費 　 1,654   1,369   

３　販売手数料 　 1,295   1,598   

４　ロイヤルティ 　 376   269   

５　報酬・給与 　 2,042   2,163   

６　業務委託費 　 3,093   2,855   

７　通信費 　 403   348   

８　賃借料 　 757   728   

９　支払手数料 　 1,562   1,732   

10　減価償却費 　 427   399   

11　賞与引当金繰入額 　 147   136   

12　貸倒引当金繰入額 　 9   2   

13　退職給付費用 　 16   79   

14　役員退職慰労引当金繰入
額

　 19   7   

15　ポイント引当金繰入額 　 2   10   

16　その他 　 1,580 14,731 36.5 1,760 14,358 31.8

営業利益 　  965 2.4  2,201 4.9

Ⅳ　営業外収益 *1       

１　受取利息 　 31   69   

２　受取配当金 　 6   66   

３　ポイント引当金戻入益 　 15   －   

４　受取コミッション 　 6   6   

５　事務受託手数料 　 4   7   

６　その他 　 19 82 0.2 12 161 0.4
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前事業年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外費用 　       

１　固定資産除却損 　 136   98   

２　商品廃棄損 　 61   －   

３　リース中途解約金 　 14   17   

４　その他 　 27 239 0.6 32 148 0.3

経常利益 　  808 2.0  2,214 5.0

Ⅵ　特別利益 　       

１　関係会社株式売却益 　 1,862   923   

２　貸倒引当金戻入益 　 652   55   

３　その他 　 － 2,515 6.2 74 1,053 2.3

Ⅶ　特別損失 　       

１　投資有価証券評価損 　 11   633   

２　関係会社株式評価損 　 728   －   

３　投資事業組合損失 *3 339   －   

４　抱合せ株式消滅差損 　 43   －   

５　本社移転関連費用 　 300   －   

６　貸倒引当金繰入額  250   －   

７　退職給付費用 　 140   76   

８　固定資産臨時償却費 *2　 17   82   

９　固定資産除却損 　 －   121   

10　その他 　 － 1,831 4.5 113 1,027 2.3

税引前当期純利益 　  1,492 3.7  2,239 5.0

法人税、住民税及び事業
税

　 456   318   

法人税等調整額 　 △877 △420 △1.0 586 905 2.0

当期純利益 　  1,912 4.7  1,334 3.0
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事業原価の内訳

　 　
前事業年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

１　通信回線使用料 　 12,698 53.9 16,314 58.8

２　情報提供料 　 1,175 5.0 1,191 4.3

３　報酬・給与 　 711 3.0 651 2.4

４　業務委託費 　 2,786 11.9 2,883 10.4

５　賃借料 　 685 2.9 520 1.9

６　修繕費 　 519 2.2 518 1.9

７　減価償却費 　 442 1.9 614 2.2

８　賞与引当金繰入額 　 51 0.2 38 0.1

９　退職給付引当金繰入額 　 6 0.0 21 0.0

10　その他 　 4,467 19.0 5,007 18.0

合計 　 23,545 100.0 27,761 100.0

　

 （原価計算の方法）  （原価計算の方法）

原価計算の方法は、実際原価計算で

す。

同左 

 

商品売上原価明細書

　 　
前事業年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　期首商品たな卸高 　 123 114

Ⅱ　当期商品仕入高 　 1,198 722

合計 　 1,321 836

Ⅲ　期末商品たな卸高 　 114 17

Ⅳ　他勘定振替高 * 122 22

商品売上原価 　 1,084 797

　(注)　* 　他勘定振替高の内訳

項目
前事業年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

販売促進費（百万円） 9 6

商品廃棄損（百万円） 50 7

営業外費用（百万円） 37 0

その他（百万円） 26 7

　合計（百万円） 122 22
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本
合計資本準備金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計繰越利益

剰余金

2006年３月31日残高
（百万円）

7,965 8,463 8,463 7,540 7,540 23,969

事業年度中の変動額       

当期純利益    1,912 1,912 1,912

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

     －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － 1,912 1,912 1,912

2007年３月31日残高
（百万円）

7,965 8,463 8,463 9,453 9,453 25,882

　

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

2006年３月31日残高
（百万円）

24 24 23,994

事業年度中の変動額    

当期純利益   1,912

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△41 △41 △41

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△41 △41 1,871

2007年３月31日残高
（百万円）

△16 △16 25,865

当事業年度（自　2007年４月１日　至　2008年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本
合計資本準備金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計繰越利益

剰余金

2007年３月31日残高
（百万円）

7,965 8,463 8,463 9,453 9,453 25,882

事業年度中の変動額       

剰余金の配当    △881 △881 △881

当期純利益    1,334 1,334 1,334

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

     －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － 453 453 453

2008年３月31日残高
（百万円）

7,965 8,463 8,463 9,906 9,906 26,335
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評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

2007年３月31日残高
（百万円）

△16 △16 － 25,865

事業年度中の変動額     

剰余金の配当    △881

当期純利益    1,334

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△265 △265 50 △215

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△265 △265 50 237

2008年３月31日残高
（百万円）

△282 △282 50 26,103
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び評

価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

　 (2) その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定しています。）

(2) その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定しています。）

 市場価格のない有価証券

　移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及び

これに類する組合への出資（証券

取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、

入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方

法によっています。

市場価格のない有価証券

　移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及び

これに類する組合への出資（金融

商品取引法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの）につい

ては、入手可能な最近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっています。

２　たな卸資産の評価基準及び

評価方法

(1) 商品

移動平均法による原価法

(1) 商品

同左

　 (2) 仕掛品及び番組勘定

個別法による原価法

(2) 仕掛品及び番組勘定

同左

　 (3) 貯蔵品

最終仕入原価法

(3) 貯蔵品

同左

３　固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

　定率法を採用しています。

　なお、有形固定資産について、利用可能

期間を勘案して、随時耐用年数の見直し

を行っています。

(1) 有形固定資産

同左

　 (2) 無形固定資産

　定額法を採用しています。

　のれんについては、５年以内の合理的

な年数で償却しています。また、自社利

用ソフトウェアについては社内におけ

る利用可能期間（５年）、市場販売目的

ソフトウェアについては見込有効期間

（３年以内）、その他の無形固定資産に

ついては経済的見積耐用年数に基づく

定額法を採用しています。

　なお、無形固定資産について、利用可能

期間を勘案して、随時耐用年数の見直し

を行っています。

(2) 無形固定資産

同左

　

　

４　外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しています。

同左
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項目
前事業年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しています。

(1) 貸倒引当金

同左

　 (2) 賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、次期

支給見込額のうち当期対応分の金額を

計上しています。

(2) 賞与引当金

同左

　 (3) ポイント引当金

　販売促進等を目的とするポイント制度

による将来のポイント利用に備えるた

め、過去の実績に基づき、期末において

将来利用されると見込まれるポイント

に対する所要額を計上しています。

(3) ポイント引当金

同左

　 (4) 退職給付引当金

　従業員の退職金給付に備えるため、当

年度末における退職給付債務の見込額

を計上しています。

　数理計算上の差異は、各年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間

（７年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌年度から費用処

理することとしています。

(追加情報)

　当社は退職給付債務の算定にあた

り、簡便法によっていましたが、当年

度末から原則法による算定方法に変

更しています。

　この変更は、当年度より従業員数の

合計が300名を超過したため、年齢や

勤務期間の偏りが解消され退職給付

債務の数理計算に用いられる基礎率

の推定について一定の有効性が確保

されたため、原則法による計算の結果

に一定の高い水準の信頼性が得られ

るものと判断されたことによるもの

です。

　この変更に伴い、当年度末における

退職給付債務について計算した簡便

法と原則法の差額140百万円を特別損

失に計上しています。

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込

額を計上しています。

　数理計算上の差異は、各年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による定額法により按

分した額を発生の翌年度から費用処理

することとしています。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

による定額法により費用処理していま

す。
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項目
前事業年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

　 (5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ています。

(5) 役員退職慰労引当金

――――――

　(追加情報)

　当社は役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を計上し

ていましたが、2007年５月21日開催の取締

役会において役員退職慰労金制度の廃止

を決議するとともに、2007年６月20日開催

の定時株主総会において役員退職慰労金

制度廃止日までの在任期間に応じた退職

慰労金を退任時に支給するこ決議決議し

ています。

　その結果、役員退職慰労金制度廃止日ま

での期間に対応する役員退職慰労金相当

額58百万円を固定負債その他に計上して

います。

　 　

　

(6) 入会促進引当金

　入会促進を目的としたキャッシュバック

キャンペーンによる将来の支出に備える

ため、当事業年度末以降負担すると見込ま

れる額を計上しています。

　(追加情報)

　当社は、従来から入会促進を目的とした

キャッシュバックキャンペーンを実施し

ています。従来は支出時に費用処理してき

ましたが、入会から支出が行われるまでの

期間が長期化したことにより重要性が増

したため、当事業年度より、当事業年度末

以降負担すると見込まれる額を入会促進

引当金として計上することとしました。

　この結果、従来の方法によった場合と比

較して、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益は、それぞれ133百万円減少して

います。

６　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってい

ます。

同左

７　その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっています。

(1) 消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しています。なお、従来の資

本の部に相当する金額は25,865百万円です。

（企業結合に係る会計基準及び事業分離等に関する会計

基準）

当年度より「企業結合に係る会計基準」（企業会計

審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第10号　平成17年12月27日）を適用してい

ます。

──────

 

 

 

 

 

 

──────
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表示方法の変更

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

（貸借対照表）

　前年度において、「営業権」として掲記されていたも

のは、当年度から「のれん」と表示しています。

──────

　

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
(2007年３月31日)

当事業年度
(2008年３月31日)

 1　保証債務

　従業員の銀行借入金に対する保証　　   19百万円

 1　保証債務

　従業員の銀行借入金に対する保証　　     23百万円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

*1　関係会社にかかる注記 *1　関係会社にかかる注記

貸倒引当金繰入額     250百万円

営業外収益 15百万円

営業外収益   58百万円

*2　固定資産臨時償却費は、ソフトウエア15百万円及び長

期前払費用2百万円によるものです。

*2　固定資産臨時償却費は、ソフトウエア79百万円及び長

期前払費用3百万円によるものです。

*3　当社の子会社であるソネットキャピタルパートナーズ

Ａ投資事業有限責任組合が保有する関係会社の株式

にかかる評価損です。

*3　　　　　　　　　──────

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 － － － －

合計 － － － －

当事業年度（自　2007年４月１日　至　2008年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 － － － －

合計 － － － －
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

1　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

（1）　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　

取得価額
相当額
（百万
円）

減価償却
累計額相
当額
（百万
円）

減損損失
累計額相
当額
（百万
円）

期末残高
相当額
（百万
円）

器具・備品 2,167 1,416 － 751

ソフトウェア 919 615 181 123

合計 3,087 2,031 181 874

　
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

減損損失
累計額相
当額
（百万
円）

期末残高
相当額
（百万
円）

器具・備品 1,148 793 － 355

ソフトウェア 706 565 80 61

合計 1,855 1,358 80 416

２　未経過リース料期末残高相当額等 （2）　未経過リース料期末残高相当額等

１年内        546百万円

１年超        535百万円

　合計      1,082百万円
　  

リース資産減損勘定の残高      181百万円

１年内        353百万円

１年超        160百万円

　合計        513百万円
　  

リース資産減損勘定の残高         80百万円

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額

（3）　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料 817百万円

リース資産減損勘定の取崩額       108百万円

減価償却費相当額      774百万円

支払利息相当額       35百万円

支払リース料    560百万円

リース資産減損勘定の取崩額        101百万円

減価償却費相当額        531百万円

支払利息相当額         20百万円

４　減価償却費相当額の算定方法 （4）　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。

同左

５　利息相当額の算定方法 （5）　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっています。

同左

 

 

２　オペレーティング・リース取引

　

未経過リース料

 

１年内     4百万円

１年超    　1百万円

　合計       6百万円
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（有価証券関係）

前事業年度（2007年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 125 57,127 57,001

関連会社株式 2,732 37,487 34,755

当事業年度（2008年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 123 60,492 60,368

関連会社株式 2,732 59,463 56,730
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（企業結合等関係）

前事業年度（自 2006年４月１日　至　2007年３月31日） 

共通支配下の取引等関係

１　企業結合の概要

結合当事企業 ㈱ウェブポケット

事業の内容 オンライン上のデータストレージサービス

企業結合の法的形式 当社による吸収合併

取引の概要 ポータル事業の強化を目的として2006年６月１日付で当社は100％子会社㈱

ウェブポケットを吸収合併しました。

２　実施した会計処理の概要

(1) 資産及び負債の会計処理

当社は合併期日に以下の資産及び負債を受入れています。

流動資産 235百万円

固定資産 63百万円

資産計　 298百万円

流動負債 54百万円

固定負債　 289百万円

負債計 344百万円

(2) のれん及び増加資本の会計処理

当社の連結財務諸表上の㈱ウェブポケット株式の取得にかかるのれんの未償却残高302百万円を当社の

個別財務諸表上ののれんとして引き継いでいます。

また、100％子会社である㈱ウェブポケットを吸収合併したため、合併により増加する株主資本はありま

せん。なお、当社が保有していた㈱ウェブポケット株式の帳簿価額と㈱ウェブポケットから受入れた資産、

負債及びのれんとの差額43百万円を抱合せ株式消滅差損として特別損失に計上しています。 

当事業年度（自 2007年４月１日　至　2008年３月31日） 

連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しています。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(1) 流動資産 (単位：百万円)

繰延税金資産  

貸倒引当金 24

賞与引当金 81

ポイント引当金 16

未払事業税 62

未払費用 108

その他 173

繰延税金資産小計 466

評価性引当金 △0

繰延税金資産合計 465

(2) 固定資産  

繰延税金資産  

投資有価証券評価損 446

関係会社株式評価損 1,029

退職給付引当金 110

貸倒引当金 105

減損損失 80

その他 112

繰延税金資産小計 1,886

評価性引当金 △838

繰延税金資産合計 1,047

繰延税金負債  

投資価額修正 △273

有価証券評価差額金 △0

繰延税金負債合計 △273

繰延税金資産の純額 1,239

(1) 流動資産 (単位：百万円)

繰延税金資産  

貸倒引当金 10

賞与引当金 71

ポイント引当金 20

未払事業税 40

未払費用 24

その他 158

繰延税金資産小計 326

評価性引当金 △0

繰延税金資産合計 325

(2) 固定資産  

繰延税金資産  

投資有価証券評価損 363

関係会社株式評価損 296

退職給付引当金 177

貸倒引当金 102

減損損失 35

その他 300

繰延税金資産小計 1,276

評価性引当金 △765

繰延税金資産合計 510

繰延税金負債  

有価証券評価差額金 △0

繰延税金負債合計 △0

繰延税金資産の純額 509

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 (単位：％)

法定実効税率 40.7

（調整）  

評価性引当金の増減 △75.2

当期税額控除 △4.9

のれん償却費 10.1

交際費 0.5

住民税均等割 0.3

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △28.2

　  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しています。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

１株当たり純資産額 101,228円 38銭

１株当たり当期純利益  7,486円 64銭

　 －

１株当たり純資産額 101,962円 92銭

１株当たり当期純利益金額 5,223円 50銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
5,222円 78銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純損益金額については、

　潜在株式がないため記載していません。
　

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　
前事業年度

(自　2006年４月１日
至　2007年３月31日)

当事業年度
(自　2007年４月１日
至　2008年３月31日)

当期純利益（百万円） 1,912 1,334

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,912 1,334

普通株式の期中平均株式数（株） 255,520 255,520

　   

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） － 35

（うち新株予約権） ( 　－) (  　35)
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

重要な子会社の株式売却

 当社は、2007年3月8日の取締役会において、連結子会社で

あるスカイゲート㈱株式のすべてを、持分法適用関連会社

である㈱ディー・エヌ・エーに売却する基本合意を決議

し、2007年4月25日に売却を実行しました。

売却の理由 スカイゲート㈱は、海外航空券販売を

中心に、順調に売上を伸ばしてまいり

ましたが、昨今の旅行業界並びにオン

ライン予約市場における競争環境の

一層の激化に伴い、グループ経営の最

適化の観点から、より集客を見込める

㈱ディー・エヌ・エーに譲渡するこ

とといたしました。   

当該子会社の

事業内容

インターネットを利用した航空チ

ケットを中心とする旅行商品の販売、

旅行に関連する情報提供

売却する株式

の数

44,000株

売却価額 100百万円

売却損益 翌連結会計年度に与える影響は軽微

であります。

株式取得による会社の買収

 当社は、2008年２月28日開催の取締役会において、持分法

適用関連会社である㈱ゲームポット（以下「対象者」）

の株式及び新株予約権に対する公開買付けの開始を決議

し、2008年２月29日から本公開買付けを実施していました

が、2008年４月11日をもって本公開買付けが終了いたしま

した。この結果、2008年４月21日付で関連会社である㈱

ゲームポットの普通株式67,502株（総議決権に占める割合

72.82％）を取得し、当社の連結子会社となっています。

 

株式取得による

会社の買収の旨

及び目的

  当社及び対象者は、資本提携以降、

当社が保有するキャラクター資産及

び対象者の有するオンラインゲーム

の企画・運営ノウハウとを融合させ

た新しいオンラインゲームの企画・

開発等に関し、様々な協業の検討を重

ねてまいりましたが、対象者が継続的

にその事業を成長させるためには、当

社が対象者を完全子会社化した上で、

当社グループが対象者に対して更に

経営資源を投入し、両者のシナジーを

最大限に発揮することが必要である

という結論に達しました。当社は、か

かる完全子会社化により、中長期的な

視点から、必要な決定を迅速かつ効率

的に行うことのできる体制が構築さ

れ、対象者の企業価値を向上させるこ

とができるものと考えています。

 

買収した会社の

名称

㈱ゲームポット

 

買収した会社の

事業内容

オンラインゲームの企画・配信・運

営及びモバイルコンテンツの開発・

企画・配信・運営

 

買収した会社の

規模

売上高　　　　　　　　3,745百万円

売上総利益　　　　　　1,694百万円

営業利益　　　　　　　　810百万円

経常利益　　　　　　　　800百万円

当期純利益　　　　　　　465百万円

総資産　　　　　　　　4,795百万円

純資産　　　　　　　　2,764百万円

（2007年12月期連結）
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前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

 株式取得の時期 2008年４月21日

 

取得した株式の

数

67,502株

取得価額 7,425百万円

 

取得後の持分比

率

97.85％

（取得前　25.03％）

 

支払資金の調達 　買付けはすべて手許現金にて行って

います。 
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券
その他有

価証券

ニフティ㈱ 11,163 569

㈱GDH 12,569 548

㈱UCOM 9,800 111

㈱アッカ・ネットワークス 256 35

日本インターネットエクスチェンジ㈱ 500 25

Kadokawa Media (Taiwan) Co., Ltd. 99,712 2

その他（14銘柄） 24,458 2

合計 158,458 1,295

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高
（百万円）

有形固定資産        

建物 172 235 160 247 19 23 227

器具・備品 847 459 228 1,078 426 180 651

有形固定資産計 1,019 695 389 1,325 446 203 879

無形固定資産        

のれん 1,617 － － 1,617 1,459 78 157

特許権 22 － － 22 19 2 2

商標権 787 2 － 790 119 78 670

電話加入権 31 － － 31 31 0 0

施設利用権 412 － － 412 412 － －

ソフトウェア 4,695 628 496 4,828 3,218 790 1,609

ソフトウェア仮勘定 151 605 506 249 － － 249

無形固定資産計 7,718 1,235 1,002 7,952 5,262 951 2,689

長期前払費用 313 2 44 270 239 20 31

繰延資産 － － － － － － －

　（注）　当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

増加　 建物 本社移転に伴う取得資産　　　　　　　　 223百万円

　 器具備品　 本社移転に伴う取得資産　　 111百万円　

　 ソフトウェア 接続基本サービス向けシステム 118百万円

　 ソフトウェア　 営業放送システム　 44百万円　

　 ソフトウェア　 ブログシステム　 39百万円　
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【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 337 19 1 67 288

賞与引当金 199 175 199 － 175

ポイント引当金 41 51 41 － 51

役員退職慰労引当金 51 7 － 58 －

入会促進引当金 － 133 － － 133

役員賞与引当金 － 7 － － 7

　（注）１　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権回収による減少（55百万円）、洗替による戻入額（11百万

　円）です。

　　　　２　役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は、役員退職慰労金制度廃止によるものです。

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 0

預金の種類  

当座預金 1,672

普通預金 7,025

郵便貯金 13

定期預金 2,000

別段預金 29

小計 10,741

合計 10,742

②　受取手形

(イ) 相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱博報堂プロダクツ 2

合計 2

(ロ) 期日別内訳

期日別 金額（百万円）

2008年４月 2

合計 2

③　売掛金

(イ) 相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱スマートリンクネットワーク 5,350
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相手先 金額（百万円）

㈱ソニーファイナンスインターナショナル 1,381

東日本電信電話㈱ 521

ソニー㈱ 71

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 69

その他 721

合計 8,116

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

次期繰越高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

×100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
366

4,643 47,374 43,901 8,116 84.4 49

　（注）　当期発生高には消費税等が含まれています。

④　商品

品名 金額（百万円）

販売用商品 17

合計 17

⑤　番組勘定

品名 金額（百万円）

CS未放送番組 38

合計 38

⑥　仕掛品

品名 金額（百万円）

受託開発ソフトウェア 35

合計 35

⑦　貯蔵品

品名 金額（百万円）

販促物等 15

合計 15

⑧　関係会社株式

相手先 金額（百万円）

㈱ゲームポット 2,587

㈱アクトビラ 500

㈲ADSグローバルパートナーズ 401

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

105/113



相手先 金額（百万円）

㈱ソネット・カドカワ・リンク 200

㈱ディー・エヌ・エー 145

ソネット・エムスリー㈱ 123

その他 69

合計 4,026

⑨　買掛金

相手先 金額（百万円）

㈱エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ 611

東日本電信電話㈱ 598

KDDI㈱ 307

㈱アッカ・ネットワークス 43

㈱三菱自動車フットボールクラブ 45

その他 2,119

合計 3,724

 ⑩　未払費用

相手先 金額（百万円）

㈱もしもしホットライン 84

㈱スマートリンクネットワーク 79

㈱エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ 72

ソニーマーケティング㈱ 69

㈱電通 69

その他 1,311

合計 1,687

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月３１日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月３１日

株券の種類 １株券、１０株券、１００株券

剰余金の配当の基準日 ９月３０日、３月３１日

１単元の株式数 ──────

株式の名義書換え  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

ならびに野村證券株式会社　本店及び全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行います。ただし電子公告によることができない事故その

他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。

公告掲載URL　http://www.so-net.ne.jp/corporation/IR/densikoukoku

株主に対する特典 該当事項はありません。

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

107/113



第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第12期）（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）2007年６月21日関東財務局長に提出 

(2) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）の規定に基づく臨時報告書

を2007年７月26日関東財務局長に提出  

(3) 有価証券報告書の訂正報告書

事業年度（第12期）（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書を2007

年９月28日関東財務局長に提出

(4) 半期報告書

（第13期中）（自　2007年４月１日　至　2007年９月30日）2007年12月20日関東財務局長に提出  

(5) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）の規定に基づく臨時報告書

を2008年４月14日関東財務局長に提出  
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。 
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独立監査人の監査報告書

 2007年６月21日

ソネットエンタテインメント株式会社  

 取　締　役　会　御　中    

 あらた監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 岩　尾　健太郎　　印

 業務執行社員  公認会計士 善　塲　秀　明　　印

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているソネットエ

ンタテインメント株式会社の2006年４月１日から2007年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ソネット

エンタテインメント株式会社及び連結子会社の2007年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　

　

　

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しています。
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独立監査人の監査報告書

 2008年６月13日

ソネットエンタテインメント株式会社  

 取　締　役　会　御　中    

 あらた監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中　嶋　康　博　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 善　塲　秀　明　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ソネットエンタテインメント株式会社の2007年４月１日から2008年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につ

いて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対す

る意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ソネット

エンタテインメント株式会社及び連結子会社の2008年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

1.  セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」の「注6.事業区分の変更」に記載されているとおり、会社はセグ

    メント情報の事業区分を変更した。

2.  重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2008年４月21日付で関連会社である株式会社ゲームポットの普通

　　株式67,502株（総議決権に占める割合72.82％）を公開買付けにより取得した。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　

　

　

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しています。
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独立監査人の監査報告書

 2007年６月21日

ソネットエンタテインメント株式会社  

 取　締　役　会　御　中    

 あらた監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 岩　尾　健太郎　　印

 業務執行社員  公認会計士 善　塲　秀　明　　印

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているソネットエ

ンタテインメント株式会社の2006年４月１日から2007年３月31日までの2006年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ソネットエン

タテインメント株式会社の2007年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 以　　上

　

　

　

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しています。
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独立監査人の監査報告書

 2008年６月13日

ソネットエンタテインメント株式会社  

 取　締　役　会　御　中    

 あらた監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中　嶋　康　博　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 善　塲　秀　明　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ソネットエンタテインメント株式会社の2007年４月１日から2008年３月31日までの2007年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

当　監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ソネットエン

タテインメント株式会社の2008年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2008年４月21日付で関連会社である株式会社ゲームポットの普通

　株式67,502株（総議決権に占める割合72.82％）を公開買付けにより取得した。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 以　　上

　

　

　

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しています。
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